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一
　
は
じ
め
に

一
般
に
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
犯
罪
行
為
は
、
①
固
有
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
及
び
②
電
子
的
手
段
を
利
用
し
た
犯
罪
の
二

つ
の
類
型
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
電
子
計
算
機
や
電
気
通
信
等
の
電
子
的
手
段
を
必
須
の
構
成
要
件
要
素
と
し
て

成
立
す
る
犯
罪
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
犯
罪
が
成
立
し
な
い
と
い
う
意
味
で
固
有
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
で
あ
る
。
後
者
は
、
非
電
子
的
な

手
段
に
よ
っ
て
も
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
電
子
的
な
手
段
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
電
子
的
な
手
段
特
有
の

問
題
を
含
む
も
の
と
い
う
意
味
で
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
一
種
で
あ
る
。
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約（1
）
　
も
こ
の
よ
う
な
犯
罪
類
型
と
し
て
の
区
別
を
基

礎
概
念
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
電
子
メ
ー
ル
は
、
現
代
の
社
会
生
活
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
か
つ
有
用
な
通
信
手
段
の
一
種
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
発
信
者
及
び
受
信
者
の
情
報
や
デ
ー
タ
が
確
実
に
伝
達
・
処
理
さ
れ
な
い
と
、
情
報
通
信
の
安
全
性
や
信
頼
性
に
対
し
て

深
刻
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
り
得
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
デ
ー
タ（2
）
　
の
確
実
性
・
信
頼
性
を
保
護
法
益
と
し
、

送
受
信
デ
ー
タ
を
偽
る
行
為
を
規
律
す
る
法
令
と
し
て
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
四
年
法
律
第

二
六
号
・
以
下
「
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
」
と
い
う
。）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
法
中
の
罰
則
に
定
め
る
犯
罪
行
為
は
、

電
子
的
手
段
の
一
種
で
あ
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
情
報
を
必
須
の
構
成
要
件
要
素
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
①
固
有
の
サ
イ
バ
ー

犯
罪
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
電
子
メ
ー
ル
は
、
単
に
通
信
文
を
伝
送
す
る
た
め
の
電
子
的
な
手
段
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
添
付
フ
ァ
イ
ル
（a

tta
ch
ed

fi
le

）
等
の
機
能
に
よ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
デ
ー
タ
等
を
記
録
し
た
電
子
フ
ァ
イ
ル
を
伝
送
す
る
た
め
の
運
搬
手
段
と
し
て
の

社
会
的
機
能
も
有
し
て
い
る（3
）
　
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
電
子
メ
ー
ル
は
、
例
え
ば
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
（m

a
lw
a
re

）
な
ど
の
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
（
刑
法
一
六
八
条
の
三
）、

わ
い
せ
つ
電
磁
的
記
録
（
同
法
一
七
五
条
）、
他
人
の
著
作
権
等
の
知
的
財
産
権
や
情
報
財
と
し
て
の
権
利
を
侵
害
す
る
内
容
を
含
む
電
磁

的
記
録
、
脅
迫
（
刑
法
二
二
二
条
）、
名
誉
毀
損
（
同
法
二
三
〇
条
）、
恐
喝
（
同
法
二
四
九
条
）、
詐
欺
（
同
法
二
四
六
条
）
等
の
犯
罪
を

実
行
す
る
た
め
の
文
言
を
内
容
と
す
る
電
磁
的
記
録
、
他
人
の
ア
ク
セ
ス
管
理
の
た
め
の
識
別
符
号
（
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
五
条
）
や

支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
の
情
報
（
刑
法
一
六
三
条
の
四
）
そ
の
他
の
犯
罪
を
組
成
す
る
文
章
、
情
報
ま
た
は
デ
ー
タ
の
電
子
的
な
運

搬
・
伝
送
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
電
子
メ
ー
ル
の
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
送
信
さ
れ
た
不
正
指
令
電
磁
的
記
録

を
用
い
て
業
務
妨
害
行
為（4
）
　
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
行
為（5
）
　
、
テ
ロ
行
為
を
含
む
破
壊
行
為（6
）
　
、
通
信
傍
受
行
為
等（7
）
　
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
電
子
的
な
手
段
の
一
種
で
あ
る
電
子
メ
ー
ル
を
一
般
犯
罪
の
遂
行
の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
意
味
で
、
②
電
子
的
手
段
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を
利
用
し
た
犯
罪
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
電
子
メ
ー
ル
は
、
単
な
る
運
搬
手
段

の
一
種
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
違
法
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る（8
）
　
。

こ
れ
に
対
し
、
理
論
的
に
は
②
電
子
的
手
段
を
利
用
し
た
犯
罪
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
独
立
罪
と

し
て
処
罰
の
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
①
固
有
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
し
て
評
価
す
べ
き
性
質
を
有
す
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
は
、
非
電
子
的
な
手
段
を
用
い
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
現
実
に
、
物
理
的
な
つ
き
ま
と
い
行
為
の
事
例
が
多
数

存
在
す
る
の
で
、
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
て
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
実
行
し
得
る
と
し
て
も
、
類
型
的
に
は
、
②
電
子
的
手
段
を
利
用
し
た
犯

罪
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
。
し
か
し
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
二
年
法
律
第

八
一
号
・
以
下
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
規
制
法
」
と
い
う
。）
二
条
一
項
五
号
は
「
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
」
す
る
行
為
を
独
立
の
構
成
要
件
要

素
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で（9
）
　
、
そ
の
意
味
で
①
固
有
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
一
種
と
し
て
の
性
質
も
有
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る（10
）
　
。

こ
の
よ
う
に
、
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
た
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
は
異
な
る
態
様
・
性
質
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
更
に
、
犯
罪
行
為
の
予
備
行

為
や
準
備
的
行
為
ま
で
含
め
る
と
、
現
行
法
に
よ
っ
て
処
罰
可
能
な
大
多
数
の
種
類
の
犯
罪
に
つ
い
て
②
電
子
的
手
段
を
利
用
し
た
犯
罪

が
成
立
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
全
て
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
主
と
し
て
①
電
子
メ
ー
ル
と
い
う
電
子
的
手
段
を
犯
罪
成
立
の
た
め
の
必
須
の
構
成
要
件
要
素
と
し
て
い
る

犯
罪
（
固
有
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
し
て
の
電
子
メ
ー
ル
犯
罪
）
及
び
②
電
子
メ
ー
ル
を
構
成
要
件
要
素
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が

現
に
実
行
さ
れ
る
機
会
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
中
心
に
、
何
ら
か
の
意
味
で
違
法
性
を
有
す
る
電
子
メ
ー
ル（11
）
　
を
論
じ
、
こ
の
分
野
に

お
け
る
法
律
実
務
及
び
理
論
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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二
　
発
信
者
情
報
の
詐
称

１
　
問
題
の
所
在

一
般
に
、
電
子
メ
ー
ル
は
、
特
定
の
送
信
者
か
ら
特
定
の
受
信
者（12
）
　
に
対
し
て
送
信
さ
れ
る
電
子
的
な
通
信
手
段
の
一
種
で
あ
る
。

送
信
者
デ
ー
タ
（
受
信
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ま
た
はIP

ア
ド
レ
ス
）
が
実
在
す
る
正
確
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
仮
に
受
信
者
の

デ
ー
タ
（
受
信
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ま
た
はIP

ア
ド
レ
ス
）
に
誤
り
や
エ
ラ
ー
等
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
送

信
が
不
成
功
（
不
達
）
に
終
わ
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、
そ
の
結
果
は
送
信
者
だ
け
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る（13
）
　
。
ま
た
、
当
該
電
子
メ
ー
ル

が
何
ら
か
の
犯
罪
と
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
の
送
信
者
デ
ー
タ
が
実
在
し
正
確
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
捜
査
機
関
は
、
当

該
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
処
理
に
用
い
ら
れ
た
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る
通
信
履
歴
デ
ー
タ
を
辿
っ
て
当
該
電
子
メ
ー
ル

の
送
信
者
を
割
り
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

他
方
、
仮
に
送
信
者
デ
ー
タ
に
誤
り
や
エ
ラ
ー
等
が
あ
る
場
合
、
当
該
送
信
者
が
利
用
し
て
い
る
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
で
の
電
子
メ
ー

ル
送
信
処
理
の
過
程
で
エ
ラ
ー
が
生
じ
、
送
信
失
敗
で
終
わ
る
の
が
普
通
で
あ
る（14
）
　
。
し
か
し
な
が
ら
、
送
信
者
が
、D

N
S

サ
ー
バ
に
不
正

ア
ク
セ
ス
し
て
こ
れ
を
無
権
限
操
作
す
る
な
ど
何
ら
か
の
技
術
的
手
段
等
を
用
い
、
送
信
者
が
利
用
し
て
い
る
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
上
で

は
問
題
な
く
送
信
処
理
が
実
行
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
不
達
の
場
合
の
送
信
者
へ
の
不
達
通
知
処
理
の
際
や
受
信
者
か

ら
の
返
信
の
際
に
、
真
の
送
信
者
に
対
し
て
不
達
通
知
や
返
信
メ
ー
ル
の
送
信
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
意
図
的
に
何
ら
か
の
細
工
を
施
し

た
場
合
（
以
下
「
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
」
と
い
う
。）
に
は
様
々
な
問
題
が
発
生
す
る
。
こ
の
場
合
、
送
信
者
デ
ー
タ
を
詐
称
し
て
電
子
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メ
ー
ル
を
発
信
し
た
送
信
者
は
、
自
ら
は
何
ら
の
損
失
を
被
る
こ
と
が
な
い
状
態
を
確
保
し
、
真
の
送
信
者
を
容
易
に
追
跡
で
き
な
い
よ

う
に
し
た
上
で
、
匿
名
の
状
態
で
様
々
な
犯
罪
行
為
そ
の
他
の
違
法
行
為
を
実
行
で
き
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

更
に
、
送
信
者
の
デ
ー
タ
及
び
受
信
者
の
デ
ー
タ
の
い
ず
れ
も
が
実
在
し
な
い
虚
偽
の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
何
ら
か
の
技
術
的
手
段

を
用
い
て
虚
偽
の
送
信
者
デ
ー
タ
の
ま
ま
で
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
が
で
き
て
し
ま
う
と
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
宛
先
と
な
っ
て
い
る
受
信

者
デ
ー
タ
が
不
実
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
該
電
子
メ
ー
ル
は
不
達
と
な
る
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
自
動
的
に
な
さ
れ
る
不
達
通
知
処
理

は
、
送
信
者
デ
ー
タ
が
不
実
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
処
理
完
了
と
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
及
び
電
子
メ
ー
ル
伝

送
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
仕
様
次
第
で
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
不
達
処
理
が
完
了
せ
ず
、
様
々
な
不
都
合
が
生
ず
る
原

因
と
な
り
得
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
更
に
送
信
者
デ
ー
タ
が
詐
称
さ
れ
、
か
つ
、
実
在
す
る
第
三
者
の
送
信
者
デ
ー
タ
に
書
き
換
え
ら

れ
て
い
る
場
合
、
不
達
通
知
は
当
該
第
三
者
の
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
へ
と
大
量
に
送
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
当
該
第
三
者
に
は
全
く

非
が
な
い
の
に
、
深
刻
な
被
害
を
受
け
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
得
る（15
）
　
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
が
現
実
的
に
最
も
顕
在
化
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
パ
ム
メ
ー
ル
（S

P
A
M

メ
ー
ル
）
と
呼
ば
れ
る
商
業
宣
伝
広

告
用
電
子
メ
ー
ル
の
大
量
送
信
行
為
に
つ
い
て
で
あ
っ
た（16
）
　
。
そ
の
た
め
、
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
を
禁
止
す
る
世
界
各
国
の
立
法
は
、
ス

パ
ム
メ
ー
ル
対
策
の
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
し
、
日
本
国
の
法
制
も
そ
の
例
外
で
は
な
い（17
）
　
。
し
か
し
な
が
ら
、
電
子
メ
ー
ル
の
送

信
者
デ
ー
タ
を
詐
称
す
る
行
為
は
、
本
来
の
ス
パ
ム
メ
ー
ル
の
よ
う
に
商
業
宣
伝
広
告
用
電
子
メ
ー
ル
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
ス
パ
ム

メ
ー
ル
を
装
っ
た
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
の
目
的
、
詐
欺
の
目
的
ま
た
は
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染
の
目
的
な
ど
他
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
実
行
す
る
目
的

で
送
信
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
サ
イ
バ
ー
攻
撃
で
は
、
主
と
し
て
、
加
害
者
を
容
易
に
特

定
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
が
行
わ
れ
る（18
）
　
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
電
子
メ
ー
ル
に
お
け
る
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
と
い
う
行
為
は
、
ス
パ
ム
メ
ー
ル
の
文
脈
に
限
定
し
て
理
解
す
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べ
き
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
一
般
化
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
電
子
メ
ー
ル
は
、
そ
の
汎
用
性
の
ゆ
え
に
、
様
々
な
タ
イ
プ
の

サ
イ
バ
ー
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の
電
子
的
手
段（19
）
　
の
一
つ
と
な
り
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
て
遂
行
さ
れ
る
多
種
多
様

な
犯
罪
行
為
の
加
害
者
を
容
易
に
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
口
の
一
つ
と
し
て
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
が
実
行
さ
れ
る
こ
と

を
正
確
に
認
識
・
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

２
　
法
制

∏
　
日
本
法

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
二
条
二
号
は
、「
特
定
電
子
メ
ー
ル
」
に
つ
い
て
「
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
（
国
内
に
あ
る
電
気
通
信
設
備

（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ（20
）
　
。）
か
ら
の
送
信
又
は
国
内
に
あ
る
電
気
通
信
設
備

へ
の
送
信
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
を
す
る
者
（
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
及
び
営
業
を
営
む
場
合
に
お
け
る
個
人
に
限
る
。
以
下
「
送
信

者
」
と
い
う
。）
が
自
己
又
は
他
人
の
営
業
に
つ
き
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
た
め
の
手
段
と
し
て
送
信
を
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
」
と
定

義
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
同
法
四
条
は
、「
送
信
者
は
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
当
た
っ
て
は
」、
法
定
の
除
外
事
由
が
な
い
限
り
、
当
該
送
信
者

の
氏
名
又
は
名
称
（
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
つ
き
送
信
委
託
者
が
い
る
場
合
は
、
当
該
送
信
者
又
は
当
該
送
信
委
託
者
の
う
ち
当
該

送
信
に
責
任
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
）（
同
条
一
号
）、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
旨
の
通
知
（
一
定
の

事
項
に
係
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）（
同
法
三
条
三
項
本
文（21
）
　
）
を
受
け
る
た
め

の
「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
又
は
電
気
通
信
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
総
務
省
令
・
内
閣
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府
令
で
定
め
る
も
の（22
）
　
」（
同
法
四
条
二
号
）
及
び
「
そ
の
他
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項（23
）
　
」（
同
条
三
号
）
が
、
当
該
電
子
メ
ー
ル

の
「
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
」
正
し
く
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る（24
）
　
。

加
え
て
、
同
法
五
条
は
、「
送
信
者
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
情
報
の
う
ち
送
信
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ

て
」、「
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
用
い
た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」
及
び
「
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
用
い
た
電
気
通
信
設
備
を
識

別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
」（
送
信
者
情
報
）
を
「
偽
っ
て
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

規
定
し
、
ま
た
、
同
法
六
条
は
、「
送
信
者
は
、
自
己
又
は
他
人
の
営
業
の
た
め
に
多
数
の
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
目
的
で
、
架
空
電

子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
て
は
な
ら
な
い（25
）
　
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
の
禁
止
条
項
で
あ
る
。
直
接
的
に
は
、
同
法
四
条
は
送
信
者
情
報
が
正
確
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す

べ
き
こ
と
を
求
め
、
同
法
五
条
は
虚
偽
の
送
信
者
情
報
の
送
信
を
禁
止
し
、
そ
し
て
、
同
法
六
条
は
架
空
の
送
信
者
情
報
の
送
信
を
禁
止

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

同
法
四
条
の
違
反
行
為
に
関
し
て
、
同
法
七
条
は
、「
総
務
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
（
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と

す
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
総
務
大
臣
）
は
、
送
信
者
が
一
時
に
多
数
の
者
に
対
し
て
す
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の

送
信
そ
の
他
の
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
つ
き
、
第
三
条
若
し
く
は
第
四
条
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
又
は
送
信
者
情
報

を
偽
っ
た
電
子
メ
ー
ル
若
し
く
は
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
た
と
認
め
る
場
合
に
お

い
て
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
上
の
支
障
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」、
当
該
送
信
者
に
対
し
、「
電
子
メ
ー
ル
の

送
信
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
同
条
の
措
置
命
令
に
違
反

し
た
者
に
つ
い
て
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
、
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
同
法
三
四
条
二
号
）。

同
法
五
条
に
規
定
す
る
送
信
者
情
報
を
偽
る
電
子
メ
ー
ル
を
発
し
た
送
信
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
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に
処
せ
ら
れ
る
（
同
法
三
四
条
一
号
）。
法
人
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て

虚
偽
の
送
信
者
情
報
を
発
し
た
場
合
に
は
、
当
該
法
人
も
処
罰
さ
れ
る
（
同
法
三
七
条
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
者
情
報
を
偽
る
行
為
を
禁
止
し
、
そ
の
違
反
行
為
を
処
罰

す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
送
信
者
情
報
を
偽
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
は
、
固
有
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
一
種
と
い
う
意
味
で

違
法
な
電
子
メ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（26
）
　
。

し
か
し
、
送
信
者
情
報
を
偽
る
行
為
等
の
禁
止
は
特
定
電
子
メ
ー
ル
に
限
定
さ
れ
る
。
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
者
は
、「
営
利
を
目
的

と
す
る
団
体
及
び
営
業
を
営
む
場
合
に
お
け
る
個
人
」
に
限
定
さ
れ
る
（
同
法
二
条
二
号
）。
し
た
が
っ
て
、
非
営
利
の
団
体
（
国
際
的
な

テ
ロ
組
織
や
犯
罪
組
織（27
）
　
等
）
や
営
利
を
営
ま
な
い
個
人
が
送
信
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
者
が
送
信
者
と
し
て
実
行
し
た
送

信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
行
為
に
つ
い
て
は
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
の
罰
則
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
重
大
か
つ
致
命
的
な
立
法
上
の
欠

陥
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
既
に
詳
論
し
た
と
お
り
で
あ
る（28
）
　
。

π
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
法
中
で
日
本
国
の
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
に
お
け
る
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
に
対
す
る
処
罰
と
類
似
す
る

条
項
を
有
す
る
法
令
は
、
合
衆
国
連
邦
法
律
集
一
八
款
一
〇
三
七
条
（1

8
U
S
C

§1
0
3
7

）
で
あ
る（29
）
　
。
こ
の
法
律
も
全
て
の
電
子
メ
ー
ル
に

つ
い
て
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
を
処
罰
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
く
、
商
業
宣
伝
広
告
メ
ー
ル
に
つ
い
て
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
を
含
め

送
信
者
の
同
一
性
を
偽
る
行
為
を
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
仮
訳
を
試
み
る
。

合
衆
国
連
邦
法
律
集
一
八
款
一
〇
三
七
条
　
電
子
メ
ー
ル
と
関
係
す
る
詐
欺
及
び
関
連
行
為

_
　
一
般
―
州
際
取
引
ま
た
は
国
際
取
引
に
お
い
て（30
）
　
、
認
識
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
を
実
行
し
た
者
ま
た
は
そ
れ
を
企
て
た
者
は
、
`
項
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の
規
定
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
。

∏
　
権
限
な
く
、
意
図
し
て
、
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
介
し
て
、
複
数
の
商
業

電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
送
す
る
よ
う
に
す
べ
く
、
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
者
、

π
　
当
該
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
地
に
関
し
て
受
信
者
も
し
く
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
騙
し
も
し
く
は
誤
解
さ
せ
る

意
図
で
、
複
数
の
商
業
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
中
継
ま
た
は
伝
送
す
る
た
め
に
、
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
す
る
者
、

∫
　
複
数
の
商
業
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
中
の
ヘ
ッ
ダ
情
報
を
実
質
的
に
偽
る
者
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
意
図

的
に
伝
送
さ
せ
る
者
、

ª
　
五
以
上
の
電
子
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
も
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
ユ
ー
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
ま
た
は
二
以
上
の
ド
メ
イ
ン
名
に
つ
い
て
、

真
の
登
録
者
の
同
一
性
を
実
質
的
に
偽
る
情
報
を
用
い
て
登
録
す
る
者（31
）
　
、
ま
た
は
、
意
図
的
に
、
そ
の
よ
う
な
虚
偽
の
ア
カ
ウ
ン
ト

も
し
く
は
ド
メ
イ
ン
名
の
組
み
合
わ
せ
を
用
い
て
複
数
の
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
送
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
、
ま
た
は
、

º
　
五
以
上
のIP

ア
ド
レ
ス
の
登
録
者
に
関
し
て
、
自
己
が
登
録
者
ま
た
は
そ
の
適
法
な
承
継
人
で
あ
る
と
虚
偽
の
表
示
を
す
る

者
、
ま
た
は
、
意
図
的
に
、
そ
の
よ
う
なIP
ア
ド
レ
ス
か
ら
複
数
の
商
業
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
送
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
。

`
　
罰
則
―
_
項
に
規
定
す
る
犯
罪
に
対
す
る
処
罰
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

∏
　
次
の
場
合
に
は
、
本
款
に
規
定
す
る
罰
金
刑
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
、
ま
た
は
、
そ
の
併
科
と
す
る
。

y
　
合
衆
国
連
邦
法
も
し
く
は
州
法
に
規
定
す
る
重
罪
の
遂
行
と
し
て
違
反
行
為
が
実
行
さ
れ
た
場
合;

ま
た
は
、

z
　
被
告
人
が
、
複
数
の
商
業
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
送
を
含
む
行
為
も
し
く
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対
す
る
無
権
限
ア
ク

セ
ス
の
罪
に
よ
り
、
本
条
も
し
く
は
一
〇
三
〇
条（32
）
　
ま
た
は
州
法
に
基
づ
き
拘
禁
刑
の
宣
告
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合（33
）
　;

π
　
次
の
場
合
に
は
、
本
款
に
規
定
す
る
罰
金
刑
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
、
ま
た
は
、
そ
の
併
科
と
す
る
。
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y
　
当
該
違
反
行
為
が
_
∏
に
規
定
す
る
違
反
行
為
と
な
る
場
合;

z
　
当
該
違
反
行
為
が
_
ª
に
規
定
す
る
違
反
行
為
と
な
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
二
〇
以
上
の
虚
偽
の
電
子
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン

ト
も
し
く
は
ユ
ー
ザ
ア
カ
ウ
ン
ト
の
登
録
ま
た
は
一
〇
以
上
の
虚
偽
の
ド
メ
イ
ン
名
登
録
を
含
む
場
合;

{
　
当
該
違
反
行
為
の
遂
行
に
よ
り
伝
送
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
分
量
が
過
去
二
四
時
間
以
内
に
二
五
〇
〇
を
超
過

す
る
場
合
、
過
去
三
〇
日
間
に
二
万
五
〇
〇
〇
を
超
過
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
過
去
一
年
間
に
二
五
万
を
超
過
す
る
場
合;

|
　
当
該
違
反
行
為
に
よ
り
、
一
名
以
上
の
者
に
対
し
、
過
去
一
年
間
に
合
計
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の
損
失
を
発
生
さ
せ
た
場
合;

}
　
当
該
違
反
行
為
の
結
果
と
し
て
、
当
該
違
反
行
為
を
実
行
し
た
者
が
過
去
一
年
間
に
合
計
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の
額
の
利
益

を
得
た
場
合;

~
　
当
該
違
反
行
為
が
、
被
告
人
が
組
織
者
も
し
く
は
首
謀
者
と
な
っ
て
他
の
三
名
以
上
の
者
と
共
謀
し
て
実
行
さ
れ
た
場
合;

∫
　
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
本
款
に
規
定
す
る
罰
金
刑
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
、
ま
た
は
、
そ
の
併
科
と
す
る
。

a
　
没
収

∏
　
一
般
―
本
条
に
規
定
す
る
違
反
行
為
を
実
行
し
た
者
に
対
し
て
刑
を
宣
告
す
る
裁
判
所
は
、
次
の
物
件
に
つ
い
て
、
合
衆
国
連

邦
の
た
め
に
被
告
人
か
ら
没
収
す
る
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

y
　
当
該
違
反
行
為
に
よ
っ
て
得
た
全
利
益
を
構
成
し
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
追
跡
可
能
な
全
て
の
財
産
、
不
動
産
も

し
く
は
動
産;

及
び

z
　
当
該
違
反
行
為
を
実
行
す
る
た
め
も
し
く
は
そ
の
実
行
を
容
易
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
ま
た
は
用
い
よ
う
と
し
た
装
置
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
そ
の
他
の
技
術
。

π
　
手
続
―
規
制
品
法
（2

1
U
.S
.C
.
8
5
3

）
四
一
三
条
に
規
定
す
る
手
続
中
で
同
条
b
項
以
外
の
手
続
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
・
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二
に
規
定
す
る
手
続
は
、
本
条
に
基
づ
く
刑
事
没
収
手
続
の
全
て
の
段
階
に
お
い
て
適
用
す
る
。

b
　
定
義
―
本
条
に
お
い
て
は
・・

∏
　
損
失
―
「
損
失
」
と
い
う
用
語
は
、
本
款
一
〇
三
〇
条
c
項
に
規
定
す
る
用
語
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
。

π
　
実
質
的
―
_
項
∫
及
び
ª
に
お
い
て
は
、
当
該
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
信
者
、
受
信
者
の
代
わ
り
に
当
該
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
処
理
す
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス（34
）
　
、
本
条
違
反
が
あ
る
と
主
張
す
る
者
の
能
力
を
損
な
い
、
ま
た
は
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
発
信
し
た
者
を
特
定
し
、
突
き
止
め
も
し
く
は
応
答
し
、
違
反
容
疑
事
実
を
捜
査
す
る
法
執
行
機
関（35
）
　
の
能
力
を
損
な
う
結

果
と
な
る
よ
う
に
ヘ
ッ
ダ
情
報
ま
た
は
登
録
情
報
が
改
変
さ
れ
も
し
く
は
隠
蔽
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
ヘ
ッ
ダ
情
報
ま
た
は
登
録
情
報

は
、
実
質
的
に
虚
偽
の
も
の
で
あ
る
。

∫
　
複
数
―
「
複
数
」
と
い
う
用
語
は
、
過
去
二
四
時
間
に
一
〇
〇
通
以
上
の
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
過
去
三
〇
日
間
に
一
〇

〇
〇
通
以
上
の
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
ま
た
は
、
過
去
一
年
間
に
一
万
通
以
上
の
電
子
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。

ª
　
他
の
用
語
―
他
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
三
年C

A
N
-S
P
A
M

法
三
条
に
規
定
す
る
用
語
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
。

﹇
原
文
﹈

18
U

S
C
§

1037
-

F
rau

d
an

d
related

activ
ity

in
con

n
ection

w
ith

electron
ic

m
ail

(a
)
In
G
en
era
l–
W
h
o
ev
er,
in
o
r
a
ff
ectin

g
in
tersta

te
o
r
fo
reig
n
co
m
m
erce,

k
n
ow
in
g
ly
–

(1
)
a
ccesses

a
p
ro
tected

co
m
p
u
ter
w
ith
o
u
t
a
u
th
o
riza
tio
n
,
a
n
d
in
ten
tio
n
a
lly
in
itia
tes
th
e
tra
n
sm
issio
n
o
f
m
u
ltip
le

co
m
m
ercia

l
electro

n
ic
m
a
il
m
essa
g
es
fro
m
o
r
th
ro
u
g
h
su
ch
co
m
p
u
ter,

(2
)
u
ses
a
p
ro
tected

co
m
p
u
ter
to
relay

o
r
retran

sm
it
m
u
ltip
le
com
m
ercial

electron
ic
m
ail
m
essages,

w
ith
th
e
in
ten
t
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to deceive or mislead recipients, or any Internet access service, as to the origin of such messages,

(3) materially falsifies header information in multiple commercial electronic mail messages and intentionally initiates

the transmission of such messages,

(4) registers, using information that materially falsifies the identity of the actual registrant, for five or more electronic

mail accounts or online user accounts or two or more domain names, and intentionally initiates the transmission of

multiple commercial electronic mail messages from any combination of such accounts or domain names, or

(5) falsely represents oneself to be the registrant or the legitimate successor in interest to the registrant of 5 or

more Internet Protocol addresses, and intentionally initiates the transmission of multiple commercial electronic mail

messages from such addresses,

or conspires to do so, shall be punished as provided in subsection (b).

(b) Penalties.– 　 The punishment for an offense under subsection (a) is–

(1) a fine under this title, imprisonment for not more than 5 years, or both, if–

(A) the offense is committed in furtherance of any felony under the laws of the United States or of any State; or

(B) the defendant has previously been convicted under this section or section 1030, or under the law of any State

for conduct involving the transmission of multiple commercial electronic mail messages or unauthorized access

to a computer system;

(2) a fine under this title, imprisonment for not more than 3 years, or both, if–

(A) the offense is an offense under subsection (a)(1);
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(B) the offense is an offense under subsection (a)(4) and involved 20 or more falsified electronic mail or online

user account registrations, or 10 or more falsified domain name registrations;

(C) the volume of electronic mail messages transmitted in furtherance of the offense exceeded 2,500 during any

24-hour period, 25, 000 during any 30-day period, or 250,000 during any 1-year period;

(D) the offense caused loss to one or more persons aggregating $5,000 or more in value during any 1-year period;

(E) as a result of the offense any individual committing the offense obtained anything of value aggregating $5,000

or more during any 1-year period; or

(F) the offense was undertaken by the defendant in concert with three or more other persons with respect to

whom the defendant occupied a position of organizer or leader; and

(3) a fine under this title or imprisonment for not more than 1 year, or both, in any other case.

(c) Forfeiture.–

(1) In general.– The court, in imposing sentence on a person who is convicted of an offense under this section, shall

order that the defendant forfeit to the United States–

(A) any property, real or personal, constituting or traceable to gross proceeds obtained from such offense; and

(B) any equipment, software, or other technology used or intended to be used to commit or to facilitate the

commission of such offense.

(2) Procedures.– The procedures set forth in section 413 of the Controlled Substances Act (21 U.S.C. 853), other

than subsection (d) of that section, and in Rule 32.2 of the Federal Rules of Criminal Procedure, shall apply to all
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sta
g
es
o
f
a
crim
in
a
l
fo
rfeitu

re
p
ro
ceed
in
g
u
n
d
er
th
is
section

.

(d
)
D
efi
n
itio
n
s.–
In
th
is
sectio

n
:

(1
)
L
o
ss.–
T
h
e
term

“
lo
ss”
h
a
s
th
e
m
ea
n
in
g
g
iv
en
th
a
t
term

in
sectio

n
1
0
3
0
(e)
o
f
th
is
title.

(2
)
M
a
teria

lly.–
F
o
r
p
u
rp
o
ses
o
f
p
a
ra
g
ra
p
h
s
(3
)
a
n
d
(4
)
o
f
su
b
sectio

n
(a
),
h
ea
d
er
in
fo
rm
a
tio
n
o
r
reg
istra
tio
n

in
fo
rm
a
tio
n
is
m
a
teria

lly
fa
lsifi
ed
if
it
is
a
ltered

o
r
co
n
cea
led
in
a
m
a
n
n
er
th
a
t
w
o
u
ld
im
p
a
ir
th
e
a
b
ility

o
f
a

recip
ien
t
of
th
e
m
essage,

a
n
In
tern
et
a
ccess

serv
ice
p
ro
cessin

g
th
e
m
essage

on
b
eh
alf
of
a
recip

ien
t,
a
p
erson

a
lleg
in
g
a
v
io
la
tio
n
o
f
th
is
section

,
or
a
law
en
forcem

en
t
agen

cy
to
id
en
tify,

lo
cate,

o
r
resp
o
n
d
to
a
p
erson

w
h
o

in
itia
ted
th
e
electro

n
ic
m
a
il
m
essa
g
e
o
r
to
in
v
estig

a
te
th
e
a
lleg
ed
v
io
la
tio
n
.

(3
)
M
u
ltip
le.–

　T
h
e
term

“
m
u
ltip
le”
m
ea
n
s
m
o
re
th
a
n
1
0
0
electro

n
ic
m
a
il
m
essa
g
es
d
u
rin
g
a
2
4
-h
o
u
r
p
erio
d
,
m
o
re

th
a
n
1
,0
0
0
electro

n
ic
m
a
il
m
essa
g
es
d
u
rin
g
a
3
0
-d
ay
p
erio
d
,
o
r
m
o
re
th
a
n
1
0
,0
0
0
electro

n
ic
m
a
il
m
essa
g
es
d
u
rin
g
a

1
-y
ea
r
p
erio
d
.

(4
)
O
th
er
term

s.–

　A
n
y
o
th
er
term

h
as
th
e
m
ean
in
g
giv
en
th
at
term

b
y
section

3
of
th
e
C
A
N
-S
P
A
M
A
ct
o
f
2003.

３
　
事
例

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
七
条
に
基
づ
く
総
務
省
及
び
消
費
者
庁
の
措
置
命
令
事
例（36
）
　
並
び
に
同
法
違
反
の
罪
に
よ
る
有
罪
判
決
の
事

例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
末
日
現
在
、
公
式
判
例
集
等
に
収
録
さ
れ
た
刑
事
裁
判
事
例
は

見
当
た
ら
な
い
。
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こ
れ
ら
の
事
例
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
出
会
い
系
サ
イ
ト
」
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
サ
イ
ト
へ
の
勧
誘
の
た
め
の

電
子
メ
ー
ル
送
信
の
事
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（37
）
　
。

∏
　
法
三
条
及
び
四
条
違
反
行
為
に
対
す
る
措
置
命
令

株
式
会
社
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
一
年
六
月
か
ら
同
年
一
一
月
ま
で
の
間
、
出
会
い
系
サ
イ

ト
「
シ
ョ
コ
ラ
」、「
セ
レ
ブ
ガ
ー
デ
ン
」、「
ア
ド
コ
ミ
ュ
」、「
レ
イ
ン
ボ
ー
」、「
ラ
ブ
デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
」、「
ガ
ー
デ
ン
」
及
び
「
セ
ッ
ク

ス
ア
ン
ド
ザ
マ
ネ
ー
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
ず
に
電
子
メ
ー
ル
を
送
信

し
、
ま
た
、
同
意
を
得
た
旨
の
記
録
を
保
存
し
て
お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
、

②
「
レ
イ
ン
ボ
ー
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
、
送
信
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
正
し
く
表
示
し
て
お
ら
ず
、
法

第
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
一
年
一
二
月
四
日
付
け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。

個
人
事
業
者
で
あ
る
Ｓ
は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
一
年
一
〇
月
か
ら
平
成
二
二
年
二
月
ま
で
の
間
、
出
会
い
系
サ
イ
ト
「
星
の
砂
」

の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
ず
に
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
、
ま
た
、
少
な
く

と
も
平
成
二
一
年
一
〇
月
か
ら
平
成
二
二
年
一
月
ま
で
の
間
、
同
意
を
得
た
旨
の
記
録
を
保
存
し
て
お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
、
②
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
平
成
二
一
年
一

〇
月
か
ら
平
成
二
二
年
二
月
ま
で
の
間
、
送
信
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
正
し
く
表
示
し
て
お
ら
ず
、
法
第
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行

為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
個
人
事
業
者
Ｓ
に
対
し
、
平
成
二
二
年
三
月
五
日
付
け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。
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株
式
会
社
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
二
年
二
月
一
七
日
か
ら
平
成
二
二
年
八
月
四
日
ま
で
の
間
、
自
己
が
運
営

す
る
出
会
い
系
サ
イ
ト
「P

u
re
L
ife

」
及
び
他
者
の
運
営
す
る
サ
イ
ト
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、

受
信
者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
、
②
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー

ル
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
平
成
二
二
年
二
月
か
ら
平
成
二
二
年
七
月
ま
で
の
間
、
送
信
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
正
し
く
表
示
し
て
お

ら
ず
、
法
第
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
二
年
八
月
一
〇
日
付
け
で
措
置
命
令
が

な
さ
れ
た
。

株
式
会
社
ノ
ブ
ロ
は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
二
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
三
年
四
月
一
七
日
ま
で
の
間
、
自
己
の
運
営
す
る
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
「
カ
ジ
ュ
ア
ル
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
法
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
、
②
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
平
成
二
二

年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
三
年
四
月
一
七
日
ま
で
の
間
、
送
信
者
の
名
称
を
表
示
し
て
お
ら
ず
、
法
第
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
三
年
五
月
九
日
付
け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。

個
人
事
業
者
で
あ
る
Ｋ
は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
二
年
一
二
月
四
日
か
ら
平
成
二
三
年
五
月
一
九
日
ま
で
の
間
、
自
己
の
運
営
す

る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
セ
レ
ク
ト
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
法

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
②
ま
た
、
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
平
成
二

二
年
一
二
月
四
日
か
ら
平
成
二
三
年
五
月
一
九
日
ま
で
の
間
、
送
信
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
受
信
拒
否
の
通
知
が
で
き
る
旨
を
表
示

し
て
お
ら
ず
、
法
第
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
個
人
事
業
者
Ｋ
に
対
し
、
平
成
二
三
年
六
月
一
日
付
け
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で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。

株
式
会
社B

reeze

は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
二
年
一
一
月
二
五
日
か
ら
平
成
二
三
年
五
月
一
九
日
ま
で
の
間
、
自
己
の
運
営
す
る

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
マ
ジ
カ
ル
ラ
ブ
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
、
②
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
平
成

二
二
年
一
一
月
二
五
日
か
ら
平
成
二
三
年
五
月
一
九
日
ま
で
の
間
、
受
信
拒
否
の
通
知
が
で
き
る
旨
を
表
示
し
て
お
ら
ず
、
法
第
四
条

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
三
年
六
月
一
三
日
付
け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。

株
式
会
社F

IN
E

は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
二
年
九
月
一
二
日
か
ら
平
成
二
三
年
五
月
一
五
日
ま
で
の
間
、
自
己
の
運
営
す
る
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
「F

o
r
y
o
u
p
rem
iu
m

」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
、
②
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
平
成

二
二
年
九
月
一
二
日
か
ら
平
成
二
三
年
五
月
一
五
日
ま
で
の
間
、
受
信
拒
否
の
通
知
が
で
き
る
旨
を
表
示
し
て
お
ら
ず
、
法
第
四
条
の

規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
三
年
六
月
一
三
日
付
け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。

合
同
会
社
ウ
イ
ン
ラ
ッ
ク
は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
三
年
三
月
二
日
か
ら
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
七
日
ま
で
の
間
、
自
己
の
運
営

す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
ミ
ラ
ク
ル
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
、
②
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
平
成

二
三
年
三
月
二
日
か
ら
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
七
日
ま
で
の
間
、
送
信
者
の
名
称
及
び
受
信
拒
否
の
通
知
が
で
き
る
旨
を
表
示
し
て
お
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ら
ず
、
法
第
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
三
年
一
二
月
二
日
付
け
で
措
置
命
令
が

な
さ
れ
た
。

株
式
会
社
ア
イ
エ
イ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
四
年
二
月
九
日
か
ら
平
成
二
四
年
五
月
二
四
日
ま
で
の

間
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得

て
お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
、
②
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
、
少
な

く
と
も
平
成
二
四
年
二
月
九
日
か
ら
平
成
二
四
年
五
月
二
四
日
ま
で
の
間
、
送
信
者
の
名
称
及
び
受
信
拒
否
の
通
知
が
で
き
る
旨
を
表

示
し
て
お
ら
ず
、
法
第
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
四
年
七
月
四
日
付
け
で
措
置

命
令
が
な
さ
れ
た
。

有
限
会
社
ナ
ビ
ー
レ
は
、
①
少
な
く
と
も
平
成
二
四
年
三
月
一
九
日
か
ら
平
成
二
五
年
一
月
二
三
日
ま
で
の
間
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

「F
L
A
S
H

」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
、
②
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
平
成
二
四
年
三
月
一
九
日

か
ら
平
成
二
五
年
一
月
二
三
日
ま
で
の
間
、
送
信
者
の
名
称
を
表
示
し
て
お
ら
ず
、
法
第
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い

た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
五
年
三
月
一
九
日
付
け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。
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π
　
法
三
条
違
反
行
為
に
対
す
る
措
置
命
令

株
式
会
社
ス
パ
イ
ラ
ル
ネ
ッ
ト
は
、
少
な
く
と
も
平
成
二
一
年
九
月
一
七
日
か
ら
平
成
二
二
年
三
月
一
日
ま
で
の
間
、
出
会
い
系
サ

イ
ト
「V

o
g
u
e

〜
ヴ
ォ
ー
グ
〜
」
及
び
「
椿
〜T

S
U
B
A
K
I

〜
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信

者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
二
年
四
月

七
日
付
け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。

株
式
会
社
広
告
研
究
所
は
、
少
な
く
と
も
平
成
二
一
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平
成
二
二
年
二
月
二
八
日
ま
で
の
間
、
出
会
い
系
サ
イ
ト

「
カ
ラ
ッ
ト
〜C

a
ra
t

〜
」
及
び
「
ロ
メ
オ
〜R
om
eo

〜
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の

同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
二
年
四
月
一
五

日
付
け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。

株
式
会
社
シ
ッ
ク
ス
エ
ス
ト
レ
ラ
は
、
少
な
く
と
も
平
成
二
二
年
一
二
月
二
一
日
か
ら
平
成
二
三
年
四
月
一
七
日
ま
で
の
間
、
自
己

の
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
マ
イ
ス
ト
ー
リ
ー
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意

を
得
て
お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
三
年
四
月
二
七
日
付

け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。

株
式
会
社
ラ
イ
ズ
（
旧
社
名
・・
株
式
会
社S

E
O

）
は
、
少
な
く
と
も
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
六
日
か
ら
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
ま
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で
の
間
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
天
使
の
階
段
」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
て

お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
四
年
五
月
九
日
付
け
で
措
置

命
令
が
な
さ
れ
た
。

株
式
会
社
福
田
は
、
少
な
く
と
も
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
〇
日
か
ら
平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
ま
で
の
間
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「Q

u
iero

」

の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
付
け
で
措
置
命
令
が
な
さ
れ
た
。

株
式
会
社
ア
レ
グ
レ
は
、
少
な
く
と
も
平
成
二
四
年
一
一
月
二
六
日
か
ら
平
成
二
五
年
八
月
三
一
日
ま
で
の
間
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

「T
o
m
o
rrow

」
及
び
「E

D
E
N

」
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
受
信
者
の
同
意
を
得
て
お
ら
ず
、
法

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
、
同
社
に
対
し
、
平
成
二
五
年
九
月
二
〇
日
付
け
で
措
置
命
令
が
な

さ
れ
た
。

∫
　
有
罪
判
決

京
都
地
方
裁
判
所
平
成
二
三
年
四
月
二
八
日
判
決
（
公
式
判
例
集
等
未
登
載（38
）
　
）

（
犯
罪
事
実
の
概
要
）

サ
イ
ト
運
営
会
社
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
フ
リ
ー
ク
ス
は
、
平
成
二
二
年
一
〇
月
こ
ろ
、
出
会
い
系
サ
イ
ト
の
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
電
子
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メ
ー
ル
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
架
空
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
用
い
、
中
国
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
サ
ー
バ
経
由
で
送
信
す
る
な
ど
し

て
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
者
情
報
を
偽
っ
た
。

（
量
刑
）

被
告
人
（
元
代
表
者
）
　
　
懲
役
一
〇
月
（
執
行
猶
予
三
年
）

被
告
人
（
元
役
員
二
名
）
　
各
懲
役
八
月
（
執
行
猶
予
三
年
）

被
告
人
（
運
営
会
社
）
　
　
罰
金
七
〇
〇
万
円

三
　S

P
A

M
メ
ー
ル

１
　
ス
パ
ム
メ
ー
ル
問
題
の
現
状

商
業
宣
伝
広
告
目
的
で
大
量
に
発
信
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
の
問
題
は
、
数
年
前
ま
で
の
よ
う
に
大
い
に
騒
が
れ
て
い
た
状
況
よ
り
は
幾

分
か
鎮
静
化
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
既
述
の
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
に
基
づ
く
総
務
省
及
び
消
費
者
庁
の
措

置
命
令
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
総
務
省
等
に
よ
り
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（39
）
　
が
策
定
さ
れ
、
ス
パ
ム
メ
ー
ル
に

対
す
る
法
的
規
制
に
つ
い
て
周
知
徹
底
さ
れ
た
こ
と
が
効
果
を
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

他
方
で
は
、
ス
パ
ム
メ
ー
ル
を
自
動
的
に
判
別
し
、
受
信
者
の
手
元
に
届
く
前
に
自
動
的
に
消
去
し
た
り
ゴ
ミ
箱
の
フ
ォ
ル
ダ
に
格
納

し
た
り
し
て
し
ま
う
よ
う
な
電
子
的
な
仕
組
み
（
ス
パ
ム
フ
ィ
ル
タ
）
が
進
歩
し
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
関

連
各
社
が
提
供
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
等
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
電
子
メ
ー
ル
ク
ラ
イ
ア
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ン
ト
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ベ
ル
で
も
、W

eb

メ
ー
ル
や
ク
ラ
ウ
ド
ベ
ー
ス
で
の
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
に
お
け
る
サ
ー
バ
レ
ベ

ル
で
も
、
ス
パ
ム
メ
ー
ル
の
自
動
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
が
実
装
・
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、「
大
半
の
消
費
者
が
そ
の
よ
う
な
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
望
ん
で
い
な
い
」
と
い
う
事
実
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ご
く
一
部
の
特
殊
な
業
務
を
遂
行
す
る
事
業
者
等
の
場
合
を
除
き
、
商
業
宣
伝
広
告

の
た
め
に
電
子
メ
ー
ル
を
発
信
し
よ
う
と
い
う
事
業
者
側
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
大
幅
に
減
殺
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る（40
）
　
。

ま
た
、
別
の
角
度
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
現
在
の
電
子
的
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
技
術
の
主
流
は
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
等
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
巨
大
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
駆
使
し
た
電
子
的
解
析
技
術
に
基
づ
き
、
消
費
者
の
行
動
履
歴
等
を
自
動
解
析
し
、
よ
り
標
的

を
絞
り
効
果
的
な
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
商
業
宣
伝
広
告
を
実
現
す
る
手
法
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
電
子
メ
ー
ル
を
無
差
別
か
つ

大
量
に
送
信
す
る
」
と
い
う
古
典
的
な
手
法
が
か
な
り
陳
腐
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
換
言
す
る
と
、
よ

り
効
果
が
乏
し
い
と
考
え
ら
れ
る
商
業
宣
伝
広
告
手
段
（
ス
パ
ム
メ
ー
ル
）
か
ら
よ
り
効
果
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
商
業
宣
伝
広
告
手
段

（
タ
ー
ゲ
ッ
ト
広
告
）
へ
の
移
行
・
切
り
替
え
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

現
時
点
に
お
い
て
も
商
業
宣
伝
広
告
の
よ
う
に
み
え
る
電
子
メ
ー
ル
が
大
量
に
送
信
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
電
子
メ
ー
ル
の
実
質
を
検
討
し
て
み
る
と
、
本
来
の
商
業
宣
伝
広
告
の
た
め
の
電
子
メ
ー
ル
が
相
対
的
に
減
少
し
て
い
る
一
方
、

商
業
宣
伝
広
告
目
的
の
電
子
メ
ー
ル
の
よ
う
な
外
見
を
装
い
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
や
詐
欺
な
ど
別
の
犯
罪
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
送
信
さ

れ
て
く
る
偽
装
電
子
メ
ー
ル
が
相
対
的
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
等
の
目
的
に
よ

る
偽
装
電
子
メ
ー
ル
は
、
従
来
想
定
さ
れ
て
い
た
ス
パ
ム
メ
ー
ル
と
は
異
な
る
犯
罪
性
を
有
す
る
。

こ
こ
で
は
、
本
来
の
商
業
宣
伝
広
告
目
的
で
の
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
日
本
国
の
現
行
法
規
の
骨
格
部
分
で
あ
る
特
定
電

子
メ
ー
ル
適
正
化
法
（
既
述
の
送
信
者
情
報
を
偽
る
行
為
等
の
禁
止
等
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。）
及
び
特
定
商
品
取
引
に
関
す
る
法
律
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（
以
下
「
特
定
商
取
引
法
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
概
観
す
る（41
）
　
。

２
　
法
制

∏
　
日
本
法

_
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
三
条
は
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
、
原
則
と
し
て
禁
止
と
し
て
い
る（42
）
　
。

１
　
送
信
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
対
し
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
あ
ら
か
じ
め
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
旨
又
は
送
信
を
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨
を
送
信
者
又
は

送
信
委
託
者
（
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
委
託
し
た
者
（
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
及
び
営
業
を
営
む
場
合
に
お
け
る
個
人
に
限
る
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
対
し
通
知
し
た
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
送
信
者

又
は
送
信
委
託
者
に
対
し
通
知
し
た
者

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
特
定
電
子
メ
ー
ル
を
手
段
と
す
る
広
告
又
は
宣
伝
に
係
る
営
業
を
営
む
者
と
取
引
関

係
に
あ
る
者

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
公
表
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し
て
い
る
団
体
又
は
個
人
（
個
人
に
あ
っ
て
は
、
営
業
を
営
む
者
に
限
る
。）

２
　
前
項
第
一
号
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ

う
に
求
め
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
送
信
を
す
る
こ
と
に
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
送
信
者
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し

な
い
よ
う
に
求
め
る
旨
（
一
定
の
事
項
に
係
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）
の

通
知
を
受
け
た
と
き
（
送
信
委
託
者
が
そ
の
通
知
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。）
は
、
そ
の
通
知
に
示
さ
れ
た
意
思
に
反
し
て
、
特
定
電

子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
の
意
思
に
基
づ
き
広
告
又
は
宣
伝
以
外
の
行
為

を
主
た
る
目
的
と
し
て
送
信
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
広
告
又
は
宣
伝
が
付
随
的
に
行
わ
れ
る
場
合
そ
の
他
の
こ
れ
に
類
す
る

場
合
と
し
て
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

要
す
る
に
、
商
業
宣
伝
広
告
目
的
で
の
電
子
メ
ー
ル
が
、
原
則
と
し
て
、
包
括
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
同
条
一
項
、
三
項
）。
同
条
一

項
は
、
事
前
に
送
信
を
求
め
る
通
知
が
な
い
の
に
送
信
す
る
行
為
を
禁
止
し
、
同
条
三
項
は
、
受
信
拒
否
の
通
知
が
あ
っ
た
の
に
送
信
す

る
行
為
を
禁
止
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
一
項
の
例
外
と
し
て
同
項
各
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
、
一
号
、
二
号
及
び
四
号

所
定
の
場
合
と
は
、
概
ね
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

ま
ず
、
送
信
者
ま
た
は
送
信
委
託
者
に
対
し
て
、
事
前
に
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ
う
に
通
知
し
た
場
合
（
一
号
）。
こ
の

場
合
に
お
け
る
「
送
信
委
託
者
」
は
営
利
目
的
で
委
託
業
務
を
遂
行
す
る
団
体
及
び
個
人
に
限
定
さ
れ
る
の
で
、
営
利
目
的
を
有
し
な
い

団
体
ま
た
は
個
人
が
送
信
委
託
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
法
に
送
信
を
求
め
る
通
知
が
な
さ
れ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

次
に
、
書
面
に
よ
り
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
送
信
者
ま
た
は
送
信
受
託
者
に
通
知
し
た
場
合
（
二
号
）。
こ
の
通
知
が
書
面
に
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よ
る
べ
き
こ
と
は
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
二
条
一
項
一
号
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
例
外
が
あ

る
（
同
規
則
六
条
所
定
の
場
合
な
ど
）。
な
お
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
三
条
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
「
拒
否
」
の
通
知
を
電
子
メ
ー

ル
に
よ
っ
て
行
っ
た
場
合
に
、
書
面
に
よ
り
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
通
知
し
た
と
理
解
（
曲
解
）
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
同

規
則
二
条
二
項
は
、
送
信
拒
否
の
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
通
知
は
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
三
条
一
項
二
号
所
定
の
「
通
知
」
に
該
当
し

な
い
旨
を
明
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
公
表
し
て
い
る
団
体
又
は
営
業
を
行
う
個
人
の
場
合
（
四
号
）。
こ
の
自
己
の
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
の
「
公
表
」
に
つ
い
て
、
同
規
則
三
条
は
、「
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
と
併
せ
て
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い

よ
う
に
求
め
る
旨
の
文
言
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は

な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
巡
回
ロ
ボ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
用
い
て
自
動
的
に
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
収
集
し
た
場
合
、
当
該
自
動
収
集
が
「
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
旨
の
文
言
」
を
無
視
し

て
電
子
メ
ー
ル
を
収
集
す
る
よ
う
な
仕
様
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
同
規
則
三
条
た
だ
し
書
に
よ
り
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
三

条
一
項
四
号
所
定
の
公
表
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
対
す
る
特

定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
対
す
る
送
信
行
為
は
、
同
条
一
項
に
違
反
す
る
行
為
と
な
る
。

他
方
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
四
条
は
、
同
法
三
条
に
よ
る
送
信
の
禁
止
と
り
わ
け
同
条
三
項
所
定
の
受
信
拒
否
通
知
の
実
効
性

を
確
保
す
る
た
め
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
者
の
表
示
義
務
を
定
め
て
い
る
。

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
三
条
ま
た
は
四
条
の
違
反
行
為
が
あ
り
、
か
つ
、「
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
上
の
支
障
を
防
止
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」、「
総
務
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
（
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
の
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送
信
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
総
務
大
臣
）
は
」、
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
者
等
に
対
し
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
方
法
の
改
善
に
関

し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
七
条
）。
こ
の
措
置
命
令
に
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
罰
則
の
適
用

が
あ
り
、
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
（
同
法
三
四
条
二
号
）。
法
人
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人

そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
措
置
命
令
に
反
す
る
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
法
人
も
処
罰
さ
れ
る
（
同

法
三
七
条
）。

ま
た
、
総
務
大
臣
ま
た
は
内
閣
総
理
大
臣
は
、
同
法
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、「
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
の
送
信
者
若
し
く
は
送

信
委
託
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
送
信
に
関
し
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
送
信
者
若
し
く
は
送
信
委
託
者
の
事

業
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
」（
同
法
二
八
条
一
項
）
が
で
き
る
。
加
え
て
、
総
務
大
臣
は
、
同

法
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、「
電
気
通
信
事
業
者
そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
又
は
電
気
通
信
設
備
を
識
別

す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
表

示
さ
れ
た
も
の
又
は
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
の
送
受
信
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
送
信
者
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）
を
使
用
す
る

権
利
を
付
与
し
た
も
の
か
ら
、
当
該
権
利
を
付
与
さ
れ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
そ
の
他
の
当
該
権
利
を
付
与
さ
れ
た
者
を
特
定
す

る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
」（
同
法
二
九
条
）
が
で
き
る
。

な
お
、
総
務
大
臣
は
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
を
執
行
す
る
外
国
の
当
局
（
外
国
執
行
当
局（43
）
　
）
に
対
し
、

そ
の
職
務
の
遂
行
に
資
す
る
と
認
め
る
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
で
き
（
同
法
三
〇
条
一
項
）、
ま
た
、
外
国
執
行
当
局
か
ら
の
要
請
が

あ
っ
た
と
き
は
、
政
治
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
場
合（44
）
　
、
日
本
国
で
は
犯
罪
と
な
ら
な
い
行
為
に
対
す
る
捜
査
で
あ
る
場
合
な
ど
を
除
き
、
同

法
三
〇
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
情
報
を
「
当
該
要
請
に
係
る
外
国
の
刑
事
事
件
の
捜
査
等
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を

す
る
こ
と
」
が
で
き
る
（
同
法
三
〇
条
三
項
）。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
当
該
情
報
提
供
行
為
は
、
国
家
公
務
員
と
し
て
の
守
秘
義
務
違
反
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行
為
と
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
同
法
三
〇
条
三
項
の
同
意
を
す
る
場
合
に
は
、
法
務
大
臣
及
び
外
務
大
臣
か
ら
確
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
三
〇
条
四
項
）。

`
　
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
は
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
送
信
者
の
業
種
・
業
態
と
は
無
関
係
に
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信

者
全
て
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
特
定
商
取
引
法
は
、
同
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
特
殊
な
業
種
・
業
態
の
者
に
つ
い
て

の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
法
令
に
含
ま
れ
て
い
る
法
規
制
に
は
重
複
し
て
い
る

部
分
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
相
互
の
関
係
が
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定

電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
は
、
営
利
目
的
の
事
業
者
が
送
信
す
る
電
子
メ
ー
ル
全
般
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
特
定
商
取
引
法
は
、

通
信
販
売
、
連
鎖
販
売
取
引
及
び
業
務
提
供
誘
引
取
引
が
有
す
る
問
題
を
軽
減
し
消
費
者
保
護
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
法
の
制
度
趣
旨
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
外
見
上
類
似
す
る
複
数
の
法
令
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ

て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う（45
）
　
。

特
定
商
取
引
法
に
お
い
て
電
子
メ
ー
ル
関
連
の
規
制
が
あ
る
の
は
、
主
と
し
て
、
①
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
販
売
業
者
ま

た
は
役
務
提
供
事
業
者
（
同
法
一
二
条
の
三
）、
②
こ
れ
ら
の
者
か
ら
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
委
託
を
受
け
た
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
受

託
事
業
者
（
同
法
一
二
条
の
四
）、
③
連
鎖
販
売
取
引
を
す
る
事
業
者
等
（
同
法
三
六
条
の
三
）、
④
こ
れ
ら
の
者
か
ら
電
子
メ
ー
ル
広
告

の
委
託
を
受
け
た
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
（
同
法
三
六
条
の
三
）、
⑤
業
務
提
供
誘
引
販
売
を
す
る
事
業
者
（
同
法
五
四

条
の
三
）
及
び
⑥
こ
れ
ら
の
者
か
ら
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
委
託
を
受
け
た
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
（
同
法
五
四
条
の
四
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
の
事
業
者
に
対
し
て
は
特
定
商
取
引
法
の
適
用
が
な
い
が
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
の
適
用
は
あ
る
こ
と
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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特
定
商
取
引
法
は
、
従
来
は
、
商
業
宣
伝
広
告
目
的
の
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
受
信
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
送
信
し
て

は
な
ら
な
い
と
の
規
律
に
な
っ
て
い
た
（
い
わ
ゆ
る
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
方
式
）。
し
か
し
、
こ
の
方
法
で
は
実
効
性
が
な
い
と
の
批
判
が
あ
っ

た
こ
と
な
ど
か
ら
、
平
成
二
〇
年
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
事
前
に
同
意
を
得
て
い
る
場
合
な
ど
を
除
き
、
原
則
と
し
て
、
商
業
宣
伝
広
告

目
的
で
の
電
子
メ
ー
ル
送
信
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
オ
プ
ト
イ
ン
方
式（46
）
　
）。
承
諾
を
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る

電
子
メ
ー
ル
広
告
に
関
す
る
禁
止
条
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
各
条
文
中
の
本
論
文
に
お
け
る
考
察
と
直
接
の
関
連
を
有
し
な
い
部

分
は
省
略
）。

①
　
通
信
販
売
関
係

第
一
二
条
の
三
（
承
諾
を
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
の
禁
止
等
）

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
通
信
販
売
を
す
る
場
合
の
商
品
若
し
く
は
指
定
権
利
の
販
売
条

件
又
は
役
務
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
、
そ
の
相
手
方
と
な
る
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
電
子
メ
ー
ル
広
告
（
当
該
広
告
に
係
る
通
信
文
そ

の
他
の
情
報
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
主
務

省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
送
信
し
、
こ
れ
を
当
該
広
告
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に

表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
広
告
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
相
手
方
と
な
る
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
通
信
販
売
を
す
る
場
合
の
商
品
若
し
く
は
指
定
権
利
の
販
売
条
件
又
は
役
務
の
提
供
条

件
に
係
る
電
子
メ
ー
ル
広
告
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
」
と
い
う
。）
を
す
る
と
き
。

二
　
当
該
販
売
業
者
の
販
売
す
る
商
品
若
し
く
は
指
定
権
利
若
し
く
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
の
提
供
す
る
役
務
に
つ
き
売
買
契
約

若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
し
た
者
又
は
こ
れ
ら
に
つ
き
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
た
者
に
対
し
、
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主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
込
み
若
し
く
は
当
該
契
約
の
内
容
又
は
当
該
契
約
の
履
行
に
関
す
る
事
項
を
通
知
す
る
場

合
に
お
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
常
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
益
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
、
又
は
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
請
求
を
受
け
た
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
当
該
通
信

販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
相
手
方
か
ら
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
の
表
示
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該

相
手
方
に
対
し
、
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
表
示
を
受
け
た
後
に
再
び
通
信
販
売
電
子
メ
ー

ル
広
告
を
す
る
こ
と
に
つ
き
当
該
相
手
方
か
ら
請
求
を
受
け
、
又
は
当
該
相
手
方
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
（
省
略
）

４
　
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場

合
を
除
き
、
当
該
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
に
、
第
一
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
相
手
方
が
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

る
も
の（47
）
　
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
二
項
の
規
定
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
他
の
者
に
次
に
掲
げ
る
業
務
の
す
べ
て
に
つ
き
一
括
し
て
委
託
し
て
い

る
と
き
は
、
そ
の
委
託
に
係
る
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
こ
と
に
つ
き
そ
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
、
又
は
そ
の
相
手
方
か
ら
請
求
を
受
け
る
業
務

二
　
第
三
項
に
規
定
す
る
記
録
を
作
成
し
、
及
び
保
存
す
る
業
務

三
　
前
項
に
規
定
す
る
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
表
示
す
る

業
務
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第
一
二
条
の
四

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
す
べ
て
に
つ
き
一
括
し
て
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ

の
節
並
び
に
第
六
六
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
を
除
き
、
当
該
業
務
を
委
託
し
た
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託

者
」
と
い
う
。）
が
通
信
販
売
を
す
る
場
合
の
商
品
若
し
く
は
指
定
権
利
の
販
売
条
件
又
は
役
務
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
、
そ
の
相
手
方

と
な
る
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
相
手
方
と
な
る
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
に
係
る
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
常
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
に
係
る
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け

る
者
の
利
益
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル

広
告
委
託
者
に
係
る
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
。

２
　
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
に
よ
る
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託

者
に
係
る
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
一
項
第
二
号

又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、「
次
条
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

②
　
連
鎖
販
売
関
係（48
）
　

第
三
六
条
の
三
（
承
諾
を
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
の
禁
止
等
）

統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係

る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
、
そ
の
相
手
方
と
な
る
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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一
　
相
手
方
と
な
る
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
係
る
電
子
メ
ー

ル
広
告
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
」
と
い
う
。）
を
す
る
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
常
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
益
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
、
又
は
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
請
求
を
受
け
た
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
は
、
当

該
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
相
手
方
か
ら
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
の
表
示
を
受
け

た
と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
表
示
を
受
け
た
後
に
再

び
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
こ
と
に
つ
き
当
該
相
手
方
か
ら
請
求
を
受
け
、
又
は
当
該
相
手
方
の
承
諾
を
得
た
場
合
に

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
（
省
略
）

４
　
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
は
、
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

場
合
を
除
き
、
当
該
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
に
、
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
相
手
方
が
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て

主
務
省
令
で
定
め
る
も
の（49
）
　
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
（
省
略
）

第
三
六
条
の
四

統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
か
ら
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
す
べ
て
に
つ
き
一
括
し
て
委
託
を
受
け
た
者
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（
以
下
こ
の
章
並
び
に
第
六
六
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
」
と
い
う
。）
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
業
務
を
委
託
し
た
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
鎖
販

売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
」
と
い
う
。）
が
行
う
そ
の
統
括
者
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖
販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い

て
、
そ
の
相
手
方
と
な
る
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
相
手
方
と
な
る
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を

す
る
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
常
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提

供
を
受
け
る
者
の
利
益
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
連
鎖
販
売
取

引
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
。

２
　
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
に
よ
る
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル

広
告
委
託
者
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第

一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、「
次
条
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

③
　
業
務
提
供
誘
引
販
売
関
係（50
）
　

第
五
四
条
の
三
（
承
諾
を
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
の
禁
止
等
）

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

に
つ
い
て
、
そ
の
相
手
方
と
な
る
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
相
手
方
と
な
る
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
係
る
電
子
メ
ー
ル
広
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告
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
」
と
い
う
。）
を
す
る
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
常
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
益
を
損
な
う
お
そ

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る

と
き
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
、
又
は
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
請
求
を
受
け
た
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
は
、
当
該
業
務

提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
相
手
方
か
ら
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
の

表
示
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

表
示
を
受
け
た
後
に
再
び
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
こ
と
に
つ
き
当
該
相
手
方
か
ら
請
求
を
受
け
、
又
は
当

該
相
手
方
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
（
省
略
）

４
　
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
は
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

場
合
を
除
き
、
当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
に
、
第
五
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
主
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
相
手
方
が
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の（51
）
　
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
（
省
略
）

第
五
四
条
の
四

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
か
ら
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
す
べ
て
に
つ
き
一
括
し
て
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
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の
章
並
び
に
第
六
六
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
」
と
い
う
。）
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
業
務
を
委
託
し
た
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
提
供
誘
引
販

売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
」
と
い
う
。）
が
行
う
そ
の
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
つ
い
て
、
そ

の
相
手
方
と
な
る
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
相
手
方
と
な
る
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
常
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電

子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
る
者
の
利
益
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お

い
て
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
を
す
る
と
き
。

２
　
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
に
よ
る
業
務
提
供
誘
引
販

売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
委
託
者
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、「
次
条
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

④
　
罰
則
適
用
の
相
互
関
係

こ
れ
ら
の
禁
止
に
違
反
す
る
行
為
等
に
対
す
る
罰
則
は
、
同
法
七
二
条
一
項
四
号
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
違
反
者
は
一
〇
〇
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
条
一
項
四
号
の
罪
を
犯
し
た
者
が
、
そ
の
提
供
し
た
電
子
メ
ー
ル
広
告
中
に
お
い
て
、
そ
の
受
信

者
が
送
信
者
に
対
し
て
受
信
拒
絶
の
通
知
を
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
表
示
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
同
法
七
二
条
二
項
に
よ
り
、
一

年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
二
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
（
事
案
に
よ
り
、
懲
役
刑
及
び
罰
金
刑
を
併
科
）。
加
え
て
、
同
条
一
項
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四
号
の
罪
を
犯
し
た
者
が
、
著
し
く
事
実
に
相
違
す
る
表
示
を
し
、
若
し
く
は
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
り
、
若
し
く
は

有
利
で
あ
る
と
人
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
し
た
と
き
は
、
同
法
七
二
条
二
項
に
よ
り
、
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
罰
則

の
適
用
関
係
を
整
理
す
る
と
、
表
１
の
と
お
り
と
な
る
。

表
１
　
罰
則
の
適
用
関
係

承
諾
の
な
い
者
に
対
す
る
電
子

メ
ー
ル
送
信

受
信
者
か
ら
受
信
拒
否
通
知
を

受
け
た
後
の
電
子
メ
ー
ル
送
信

不
当
表
示

通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
を

す
る
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供

事
業
者

一
二
条
の
三
第
一
項

一
二
条
の
三
第
二
項

一
二
条

通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
受

託
事
業
者

一
二
条
の
四
第
一
項

一
二
条
の
四
第
二
項
（
一
二
条

の
三
第
二
項
を
準
用
）

連
鎖
販
売
取
引
を
行
う
者
等

三
六
条
の
三
第
一
項

三
六
条
の
三
第
二
項

三
六
条

連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広

告
受
託
事
業
者

三
六
条
の
四
第
一
項

三
六
条
の
四
第
二
項
（
三
六
条

の
三
第
二
項
を
準
用
）

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う

者

五
四
条
の
三
第
一
項

五
四
条
の
三
第
二
項

五
四
条

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子

メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者

五
四
条
の
四
第
一
項

五
四
条
の
四
第
二
項
（
五
四
条

の
三
第
二
項
を
準
用
）
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a
　
罪
数

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
に
規
定
す
る
罰
則
は
、
送
信
者
情
報
を
偽
る
行
為
（
同
法
五
条
）
に
対
す
る
も
の
（
同
法
三
四
条
一
号
）
及

び
措
置
命
令
（
同
法
七
条
）
に
反
す
る
行
為
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
（
同
法
三
四
条
二
号
）。

ま
ず
、
送
信
者
情
報
を
偽
る
行
為
（
同
法
五
条
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
商
取
引
法
所
定
の
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
行
為
中
に
重
な
る
部
分

が
な
い
の
で
、
他
に
特
定
商
取
引
法
違
反
行
為
が
成
立
す
る
場
合
で
も
、
送
信
者
情
報
を
偽
る
罪
は
別
個
の
行
為
で
あ
り
、
両
罪
の
関
係

は
併
合
罪
（
刑
法
四
五
条
）
と
な
る
。

他
方
、
措
置
命
令
違
反
行
為
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
七
条
違
反
行
為
）
に
つ
い
て
は
、
行
政
庁
に
よ
る
是
正
措
置
の
確
保
を
主

眼
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
措
置
命
令
が
適
正
に
遵
守
さ
れ
た
場
合
に
は
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
行
為
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
違
法
が

あ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
特
定
商
取
引
法
に
規
定
す
る
罰
則
は
、
同
法
所
定
の
事
業
者
に
よ
る
電
子
メ
ー
ル
送

信
行
為
の
適
法
性
確
保
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
政
庁
に
よ
る
命
令
等
に
従
っ
て
是
正
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も

当
該
事
業
者
の
行
為
に
つ
い
て
違
法
性
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
事
業
者
の
違
法
な
送
信
行
為
等
に
つ
い
て
処
罰
可
能
で
あ
る

と
い
う
状
態
に
何
ら
変
更
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
罪
は
併
合
罪
の
関
係
に
た
つ
と
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
特
定
商
取
引
法
違
反

行
為
と
な
る
よ
う
な
承
諾
の
な
い
者
に
対
す
る
電
子
メ
ー
ル
送
信
行
為
に
つ
い
て
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
七
条
所
定
の
措
置
命
令
が

な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
送
信
者
が
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
承
諾
の
な
い
者
に
対
す
る
電
子
メ
ー
ル
送
信
の
罪
（
特

定
商
取
引
法
違
反
の
罪
）
と
措
置
命
令
違
反
行
為
の
罪
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
違
反
の
罪
）
が
い
ず
れ
も
成
立
し
、
両
罪
は
、
併

合
罪
の
関
係
に
た
つ
。
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π
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
法
中
で
日
本
国
の
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
に
お
け
る
同
意
を
得
な
い
商
業
宣
伝
広
告
目
的
電
子
メ
ー
ル
の

送
信
行
為
に
対
す
る
処
罰
と
類
似
す
る
条
項
を
有
す
る
法
令
は
、
既
述
の
合
衆
国
連
邦
法
律
集
一
八
款
一
〇
三
七
条
（1

8
U
S
C

§1
0
3
7

）

で
あ
る
。

同
条
の
ほ
か
、
関
連
す
る
法
例
と
し
て
、
合
衆
国
連
邦
法
律
集
一
五
款
七
七
〇
四
条
（1

5
U
S
C

§7
7
0
4

）
が
あ
る
。
同
条
b
で
は
、
性

的
な
事
柄
を
含
む
商
業
宣
伝
広
告
目
的
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
行
為
に
お
い
て
、
所
定
の
方
式（52
）
　
を
遵
守
し
な
い
と
き
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁

刑
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
条
文
の
原
文
の
み
示
し
、
仮
訳
は
省
略
す
る
。

﹇
原
文
﹈

15
U

S
C
§

7704
-

O
th

er
p
rotection

s
for

u
sers

of
com

m
ercial

electron
ic

m
ail

(d
)
R
eq
u
irem
en
t
to
p
la
ce
w
a
rn
in
g
la
b
els
o
n
co
m
m
ercia

l
electro

n
ic
m
a
il
co
n
ta
in
in
g
sex
u
a
lly
o
rien
ted
m
a
teria

l

(1
)
In
g
en
era
l

N
o
p
erso
n
m
ay
in
itia
te
in
o
r
a
ff
ectin

g
in
tersta

te
co
m
m
erce

th
e
tra
n
sm
issio
n
,
to
a
p
ro
tected

co
m
p
u
ter,

o
f
a
n
y

co
m
m
ercia

l
electro

n
ic
m
a
il
m
essa
g
e
th
a
t
in
clu
d
es
sex
u
a
lly
o
rien
ted
m
a
teria

l
a
n
d
–

(A
)
fail
to
in
clu
d
e
in
su
b
ject

h
ead
in
g
for
th
e
electron

ic
m
ail
m
essage

th
e
m
ark
s
o
r
n
otices

p
rescrib

ed
b
y
th
e

C
om
m
ission

u
n
d
er
th
is
su
b
section

;
or

(B
)
fa
il
to
p
rov
id
e
th
a
t
th
e
m
a
tter
in
th
e
m
essa
g
e
th
a
t
is
in
itia
lly
v
iew
a
b
le
to
th
e
recip

ien
t,
w
h
en
th
e
m
essa
g
e
is

op
en
ed
b
y
an
y
recip

ien
t
an
d
a
b
sen
t
a
n
y
fu
rth
er
a
ction

s
b
y
th
e
recip

ien
t,
in
clu
d
es
o
n
ly
–

(i)
to
th
e
ex
ten
t
req
u
ired

o
r
a
u
th
o
rized

p
u
rsu
a
n
t
to
p
a
ra
g
ra
p
h
(2
),
a
n
y
su
ch
m
a
rk
s
o
r
n
o
tices;
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(ii) the information required to be included in the message pursuant to subsection (a)(5); and

(iii) instructions on how to access, or a mechanism to access, the sexually oriented material.

(2) Prior affirmative consent

Paragraph (1) does not apply to the transmission of an electronic mail message if the recipient has given prior

affirmative consent to receipt of the message.

(3) Prescription of marks and notices

Not later than 120 days after December 16, 2003, the Commission in consultation with the Attorney General shall

prescribe clearly identifiable marks or notices to be included in or associated with commercial electronic mail that

contains sexually oriented material, in order to inform the recipient of that fact and to facilitate filtering of such

electronic mail. The Commission shall publish in the Federal Register and provide notice to the public of the marks

or notices prescribed under this paragraph.

(4) Definition

In this subsection, the term “sexually oriented material” means any material that depicts sexually explicit conduct

(as that term is defined in section 2256 of title 18), unless the depiction constitutes a small and insignificant part of

the whole, the remainder of which is not primarily devoted to sexual matters.

(5) Penalty

Whoever knowingly violates paragraph (1) shall be fined under title 18, or imprisoned not more than 5 years, or both.
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∫

Ｅ
Ｕ
法

Ｅ
Ｕ
の
電
子
通
信
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
指
令
（D

irectiv
e
2
0
0
2
/
5
8
/
E
C
o
f
th
e
E
u
ro
p
ea
n
P
a
rlia
m
en
t
a
n
d
o
f
th
e
C
o
u
n
cil
o
f
1
2

J
u
ly
2
0
0
2
co
n
cern
in
g
th
e
p
ro
cessin

g
o
f
p
erso
n
a
l
d
a
ta
a
n
d
th
e
p
ro
tectio

n
o
f
p
riva
cy
in
th
e
electro

n
ic
co
m
m
u
n
ica
tio
n
s

secto
r

）
一
三
条
は
、
商
業
宣
伝
広
告
目
的
の
電
子
メ
ー
ル
に
関
す
る
禁
止
条
項
を
含
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
各
国
は
、
同

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
立
法
措
置
を
構
ず
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
仮
訳
を
試
み
る
。

電
子
通
信
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
指
令
第
一
三
条
　
求
め
ら
れ
て
い
な
い
通
信（53
）
　

１
　
ダ
イ
レ
ク
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
目
的
で
、
人
間
が
関
与
し
な
い
自
動
着
信
シ
ス
テ
ム
（
自
動
着
信
装
置（54
）
　
）、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
（
フ
ァ
ッ

ク
ス
）
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
る
こ
と
は
、
事
前
の
承
諾
を
与
え
た
申
込
者
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
。

２
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
人
ま
た
は
法
人
が
、
指
令9

5
/
4
6
/
E
C

に
従
い
、
製
品
ま
た
は
役
務
の
販
売
と
の
関
係
で
そ

の
顧
客
に
対
し
て
電
子
メ
ー
ル
送
信
を
す
る
た
め
の
電
子
的
な
連
絡
先
情
報
を
取
得
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
自
然
人
ま
た
は
法
人
は
、

自
己
の
類
似
製
品
ま
た
は
類
似
役
務
の
ダ
イ
レ
ク
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
た
め
に
顧
客
の
連
絡
先
情
報
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
情
報
が
収
集
さ
れ
る
際
に
お
い
て
、
ま
た
は
（
当
初
は
そ
の
情
報
の
使
用
を
拒
絶
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
）
個
々
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
送
信
の
際
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
無
料
か
つ
容
易
な
手
段
で
当
該
連
絡
先
情
報
の
使
用
に
対
す
る
異
議
を
述
べ
る
機
会

が
明
白
か
つ
適
正
に
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。

３
　
加
盟
国
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
関
係
す
る
加
入
者（55
）
　
の
同
意
の
な
い
場
合
及
び
求
め
ら
れ
て
い
な
い
通

信
の
受
信
を
望
ま
な
い
加
入
者
と
関
連
す
る
場
合
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
ダ
イ
レ
ク
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
目
的
の
求
め
ら
れ
て
い
な
い

通
信
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
無
償
で
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
措
置
の
選
択
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は
、
自
国
の
立
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

４
　
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
通
信
を
行
う
送
信
者
の
同
一
性
を
偽
装
ま
た
は
隠
蔽
し
な
が
ら
、
ま
た
は
、
受
信
者
が
そ
の
よ

う
な
通
信
の
停
止
を
求
め
る
送
信
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
正
確
な
ア
ド
レ
ス
を
欠
く
状
態
で
、
ダ
イ
レ
ク
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
目
的
の
電

子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
行
為
は
、
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
及
び
第
三
項
は
、
加
入
者
が
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
加
盟
国
は
、
共
同
体
法
及
び
適
用
可
能
な
自
国
の
立
法

の
枠
組
み
の
中
で
、
求
め
ら
れ
て
い
な
い
通
信
に
関
し
て
自
然
人
以
外
の
加
入
者
の
正
当
な
利
益
が
十
分
に
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
も
ま
た
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
原
文
﹈

A
rticle

13
U

n
solicited

com
m

u
n
ication

s

1
.
T
h
e
u
se
o
f
a
u
to
m
a
ted
ca
llin
g
sy
stem

s
w
ith
o
u
t
h
u
m
a
n
in
terv
en
tio
n
(a
u
to
m
a
tic
ca
llin
g
m
a
ch
in
es),
fa
csim
ile
m
a
ch
in
es

(fa
x
)
o
r
electro

n
ic
m
a
il
fo
r
th
e
p
u
rp
o
ses
o
f
d
irect

m
ark
etin
g
m
ay
o
n
ly
b
e
allow

ed
in
resp
ect
of
su
b
scrib

ers
w
h
o
h
av
e

g
iv
en
th
eir
p
rio
r
co
n
sen
t.

2
.
N
o
tw
ith
sta
n
d
in
g
p
a
ra
g
ra
p
h
1
,
w
h
ere
a
n
a
tu
ra
l
o
r
leg
a
l
p
erso
n
o
b
ta
in
s
fro
m
its
cu
sto
m
ers
th
eir
electro

n
ic
co
n
ta
ct

d
eta
ils
fo
r
electro

n
ic
m
a
il,
in
th
e
co
n
tex
t
o
f
th
e
sa
le
o
f
a
p
ro
d
u
ct
o
r
a
serv
ice,
in
a
cco
rd
a
n
ce
w
ith
D
irectiv

e
9
5
/
4
6
/
E
C
,

th
e
sa
m
e
n
a
tu
ra
l
o
r
leg
a
l
p
erso
n
m
ay
u
se
th
ese
electro

n
ic
co
n
ta
ct
d
eta
ils
fo
r
d
irect

m
a
rk
etin
g
o
f
its
ow
n
sim
ila
r
p
ro
d
u
cts

o
r
serv
ices
p
rov
id
ed
th
a
t
cu
sto
m
ers
clea
rly
a
n
d
d
istin
ctly
a
re
g
iv
en
th
e
o
p
p
o
rtu
n
ity
to
o
b
ject,

free
o
f
ch
a
rg
e
a
n
d
in
a
n

ea
sy
m
a
n
n
er,
to
su
ch
u
se
o
f
electro

n
ic
con
tact

d
etails

w
h
en
th
ey
are
collected

an
d
o
n
th
e
o
ccasion

of
each

m
essage

in

case
th
e
cu
stom

er
h
as
n
ot
in
itially

refu
sed
su
ch
u
se.
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3
.
M
em
b
er
S
ta
tes
sh
a
ll
ta
k
e
a
p
p
ro
p
ria
te
m
ea
su
res
to
en
su
re
th
a
t,
free

o
f
ch
a
rg
e,
u
n
so
licited

co
m
m
u
n
ica
tio
n
s
fo
r

p
u
rp
o
ses
o
f
d
irect

m
a
rk
etin
g
,
in
ca
ses
o
th
er
th
a
n
th
o
se
referred

to
in
p
a
ra
g
ra
p
h
s
1
a
n
d
2
,
a
re
n
o
t
a
llow
ed
eith
er
w
ith
o
u
t

th
e
con
sen
t
of
th
e
su
b
scrib

ers
con
cern
ed
o
r
in
resp
ect
of
su
b
scrib

ers
w
h
o
d
o
n
ot
w
ish
to
receiv

e
th
ese
com
m
u
n
ication

s,

th
e
ch
o
ice
b
etw
een
th
ese
o
p
tio
n
s
to
b
e
d
eterm

in
ed
b
y
n
ation

al
legislation

.

4
.
In
a
n
y
ev
en
t,
th
e
p
ra
ctice

o
f
sen
d
in
g
electro

n
ic
m
a
il
fo
r
p
u
rp
o
ses
o
f
d
irect

m
a
rk
etin
g
d
isg
u
isin
g
o
r
co
n
cea
lin
g
th
e

id
en
tity
o
f
th
e
sen
d
er
o
n
w
h
o
se
b
eh
alf
th
e
com
m
u
n
ication

is
m
ad
e,
or
w
ith
ou
t
a
va
lid
ad
d
ress

to
w
h
ich
th
e
recip

ien
t

m
ay
sen
d
a
req
u
est
th
a
t
su
ch
co
m
m
u
n
ication

s
cease,

sh
all
b
e
p
roh
ib
ited
.

5
.
P
a
ra
g
ra
p
h
s
1
a
n
d
3
sh
a
ll
a
p
p
ly
to
su
b
scrib

ers
w
h
o
a
re
n
a
tu
ra
l
p
erso
n
s.
M
em
b
er
S
ta
tes
sh
a
ll
a
lso
en
su
re,
in
th
e

fra
m
ew
o
rk
o
f
C
o
m
m
u
n
ity
law
a
n
d
a
p
p
lica
b
le
n
a
tio
n
a
l
leg
isla
tio
n
,
th
a
t
th
e
leg
itim
a
te
in
terests

o
f
su
b
scrib

ers
o
th
er
th
a
n

n
a
tu
ra
l
p
erso
n
s
w
ith
reg
a
rd
to
u
n
so
licited

co
m
m
u
n
ica
tio
n
s
a
re
su
ffi
cien
tly
p
ro
tected

.

３
　
事
例

商
業
宣
伝
広
告
目
的
に
よ
る
電
子
メ
ー
ル
大
量
送
信
行
為
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
有
罪
と
し
て
処
罰
し
た
裁
判
事
例
は
、
二
〇
一
三
年
一

一
月
末
日
現
在
で
検
索
可
能
な
も
の
と
し
て
は
、
公
式
判
例
集
等
中
に
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
携
帯
電
話
の
い
わ
ゆ
る
「
ワ
ン
切
り
」
や

ス
パ
ム
メ
ー
ル
の
大
量
送
信
等
に
よ
っ
て
顧
客
を
勧
誘
し
、
予
め
わ
い
せ
つ
な
音
声
等
を
記
録
し
て
い
た
サ
ー
バ
に
ア
ク
セ
ス
さ
せ
、
そ

の
わ
い
せ
つ
な
音
声
等
を
公
然
と
陳
列
し
た
と
の
犯
罪
事
実
に
つ
き
有
罪
と
し
た
裁
判
事
例
（
平
成
二
三
年
法
律
第
七
四
号
に
よ
る
刑
法

一
七
五
条
改
正
前
の
事
案
）
は
存
在
す
る
。
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東
京
地
裁
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
八
日
判
決
（
同
地
裁
平
成
一
四
年
（
刑
わ
）
一
四
九
二
号
わ
い
せ
つ
物
陳
列
被
告
事
件
・
公
式
判
例

集
等
未
登
載
）

（
犯
行
に
至
る
経
緯
）

被
告
人
ら
は
、
共
謀
の
上
、
東
京
都
新
宿
区
（
以
下
略
）
所
在
の
被
告
人
Ｘ
方
に
、
性
交
時
に
お
け
る
男
女
の
会
話
や
そ
の
際
の
感
情

な
ど
を
露
骨
な
声
音
で
表
現
し
た
わ
い
せ
つ
な
音
声
を
記
憶
さ
せ
た
、
録
音
再
生
機
と
電
話
回
線
の
連
動
し
た
装
置
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
サ
ー
バ
）
を
設
置
し
た
上
、
同
サ
ー
バ
か
ら
多
数
の
携
帯
電
話
に
電
話
を
か
け
て
瞬
時
に
接
続
を
切
り
、
同
サ
ー
バ
の
電
話
番

号
を
そ
の
携
帯
電
話
に
着
信
記
録
と
し
て
残
す
と
い
う
方
法
（
い
わ
ゆ
る
ワ
ン
切
り
）
や
、
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
バ
か
ら
多
数
の
携
帯
電

話
に
対
し
て
上
記
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
バ
の
電
話
番
号
等
を
表
示
し
た
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
り
、
同
サ
ー
バ

の
電
話
番
号
等
を
広
く
宣
伝
し
、
顧
客
の
注
意
を
惹
い
て
同
サ
ー
バ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
勧
誘
し
た
。

（
犯
罪
事
実
）

被
告
人
Ｘ
、
Ｙ
及
び
Ｚ
は
、
共
謀
の
上
、
平
成
一
四
年
二
月
上
旬
こ
ろ
か
ら
同
年
三
月
一
日
こ
ろ
ま
で
の
間
、
同
サ
ー
バ
に
電
話
を
か

け
て
き
た
Ａ
ら
不
特
定
多
数
の
者
に
対
し
、
同
サ
ー
バ
に
記
憶
さ
せ
た
上
記
わ
い
せ
つ
な
音
声
を
再
生
し
て
聴
取
さ
せ
、
も
っ
て
、
わ

い
せ
つ
物
を
公
然
と
陳
列
し
た
。

（
量
刑
）

被
告
人
Ｘ
及
び
Ｙ
　
懲
役
一
年
（
執
行
猶
予
三
年
）

被
告
人
Ｚ
　
　
　
　
懲
役
一
〇
月
（
執
行
猶
予
三
年
）
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四
　
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染

１
　
問
題
点

一
般
に
、
電
子
的
な
手
段
の
一
種
で
あ
る
電
子
メ
ー
ル
を
一
般
犯
罪
の
遂
行
の
た
め
に
用
い
る
場
合
、
電
子
的
手
段
を
利
用
し
た
犯
罪

の
範
疇
に
属
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
は
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
り
得
る

こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
し
た
犯
罪
行
為
の
中
で
、
電
子
メ
ー
ル
の
本
文
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の

み
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
味
内
容
を
示
す
こ
と
が
犯
罪
行
為
の
一
部
分
を
構
成
す
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、H

T
M
L

メ
ー
ル
を
含
め
、
電
子
メ
ー
ル
の
本
文
に
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ス
ク
リ
プ
ト
等
を
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
、
当

該
電
子
メ
ー
ル
を
メ
ー
ル
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
ブ
ラ
ウ
ザ
等
で
表
示
さ
せ
た
と
た
ん
に
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
に
組
み
込
ま
れ

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ス
ク
リ
プ
ト
を
自
動
実
行
し
た
り
、
あ
る
い
は
リ
ン
ク
先
の
サ
イ
ト
を
自
動
表
示
さ
せ
る
と
共
に
そ
の
サ
イ
ト
に
設
定

し
て
あ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
自
動
実
行
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
を
い
わ
ば
ト
リ
ガ
ー
（
引
き
金
）
と
し
て
、
様
々

な
犯
罪
行
為
を
実
行
す
る
よ
う
に
仕
組
む
こ
と
は
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
し
、
現
に
そ
の
よ
う
な
事
例
が
多
数
存
在
す
る（56
）
　
。

そ
の
よ
う
な
電
子
メ
ー
ル
を
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
別
の
犯
罪
行
為
を
実
行
す
る
も
の
の
中
で
、
今
日
そ
の
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
の
は
、

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
攻
撃（57
）
　
及
び
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
サ
イ
バ
ー
犯
罪
は
今
後
も
更
に
手
口
が
巧

妙
に
な
り
、
被
害
が
増
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
もR

a
n
so
m

攻
撃
と
呼
ば
れ
る
恐
喝
類
似
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
よ
る
被
害

が
増
加
し
て
お
り
、
世
界
各
国
の
警
察
当
局
も
警
戒
を
強
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、R

a
n
so
m

攻
撃
に
つ
い
て
特
に
述
べ
る
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こ
と
に
す
る
。

２
　R

an
som

攻
撃

∏
　
攻
撃
の
態
様

R
a
n
so
m

攻
撃
は
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
を
用
い
て
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
利
用
者
か
ら
そ
の
制
御
を
奪
い
、
い
わ
ば
パ
ソ
コ
ン

等
を
乗
っ
取
っ
た
上
で
、
警
察
や
著
作
権
管
理
団
体
等
を
偽
装
し
た
電
子
メ
ー
ル
表
示
や
サ
イ
ト
表
示
を
さ
せ
、
罰
金
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
当
該
パ
ソ
コ
ン
等
を
破
壊
す
る
と
脅
し
、
要
求
さ
れ
た
金
員
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
当
該
パ
ソ
コ
ン
等
の
デ
ィ
ス
ク
記
録
内
容
を
物
理
的

に
破
壊
し
た
り
使
用
不
能
状
態（58
）
　
に
し
た
り
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
攻
撃
、
ま
た
は
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
を
用
い
て
パ
ソ
コ
ン
等
の
制
御
を
奪
い
、

そ
の
利
用
者
が
当
該
パ
ソ
コ
ン
等
を
制
御
で
き
な
い
状
態
に
し
た
上
で
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
正
常
な
状
態
に
戻
し
て
ほ
し
け
れ
ば
金

員
を
支
払
う
べ
き
旨
を
要
求
す
る
タ
イ
プ
の
攻
撃
な
ど
の
こ
と
を
意
味
す
る（59
）
　
。
い
わ
ば
利
用
者
の
パ
ソ
コ
ン
等
を
人
質
に
と
り
、
解
放
金

を
要
求
す
る
行
為
と
い
う
攻
撃
態
様
か
ら
、「
身
代
金
要
求
攻
撃
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
、
類
似
の
行
為
ま
た
は
応
用
的
な

行
為
が
多
種
類
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
確
に
定
義
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
よ
う
な
タ
イ
プ
の
事
例
も
あ
る（60
）
　
。

R
a
n
so
m

攻
撃
に
用
い
ら
れ
る
マ
ル
ウ
ェ
ア
は
、
一
般
に
、「
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
（R

a
n
so
m
w
a
re

）」
ま
た
は
「
身
代
金
要
求
型
不
正
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
る（61
）
　
。
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
感
染
経
路
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら

感
染
す
る
場
合
や
、
電
子
メ
ー
ル
か
ら
誘
導
さ
れ
る
サ
イ
ト
上
で
感
染
す
る
場
合
な
ど
が
比
較
的
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、

電
子
メ
ー
ル
は
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染
の
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、R

a
n
so
m

攻
撃
全
体
の
流
れ
の
中
で
み

る
と
、
攻
撃
を
実
効
的
に
遂
行
す
る
た
め
の
利
用
者
に
よ
る
制
御
を
奪
う
行
為
の
実
行
着
手
に
相
当
す
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
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ろ
う
。

そ
し
て
、R

a
n
so
m

攻
撃
に
よ
る
被
害
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
し
て
み
る
と
、
パ
ソ
コ
ン
等
を
使
用
不
能
状
態
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
機

器
類
の
物
理
的
な
毀
損
ま
た
は
機
能
的
な
毀
損
と
し
て
財
産
権
侵
害
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
現
代

社
会
に
お
い
て
不
可
欠
な
情
報
財
を
記
録
し
た
機
器
類
を
使
用
不
能
状
態
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
・
経
済
上
極
め
て
重
大
な
損
失

を
発
生
さ
せ
得
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
も
し
使
用
不
能
に
さ
れ
る
パ
ソ
コ
ン
等
の
記
録
媒
体
上
に
企
業
の
営
業
秘
密
や
特
許
発
明
技

術
そ
の
他
の
重
要
な
情
報
財
が
記
録
さ
れ
て
い
た
場
合
、
そ
の
情
報
財
が
使
用
・
実
施
不
能
状
態
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
こ
と
か

ら
、
当
該
企
業
の
生
死
を
分
け
る
よ
う
な
出
来
事
が
生
ず
る
危
険
性
さ
え
あ
る
。
他
方
、R

a
n
so
m

攻
撃
の
攻
撃
者
か
ら
の
要
求
に
応
じ

て
被
害
者
が
金
員
を
支
払
っ
た
場
合
、
そ
の
支
払
額
分
だ
け
の
経
済
的
損
失
が
発
生
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
金
員
の
支
払
は
、
恐
喝
ま
た
は
恐
喝
類
似
行
為
に
よ
る
犯
罪
者
及
び
犯
罪
組
織
の
資
金
源
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
社
会

の
安
全
に
と
っ
て
重
大
な
脅
威
と
な
る
。

π
　
刑
罰
法
令
の
適
用

R
a
n
so
m

攻
撃
に
は
様
々
な
態
様
の
も
の
が
存
在
す
る
し
、
攻
撃
者
の
意
図
（
故
意
）
の
内
容
次
第
で
成
立
す
る
犯
罪
が
異
な
る
の
も

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
典
型
的
と
思
わ
れ
る
タ
イ
プ
の
も
の
を
想
定
し
た
上
で
、
犯
罪
実
行
の
段
階
を
追
っ
て
日
本
国
の
刑
罰
法

令
に
基
づ
く
処
罰
可
能
性
の
有
無
を
検
討
す
る
。
な
お
、
以
下
の
論
述
は
、
行
為
者
に
「
正
当
事
由
」
が
何
ら
存
在
し
な
い
場
合
を
前
提

と
し
て
い
る
。

_
　
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
製
造
行
為

ま
ず
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
例
と
し
て
、
原
則
と
し
て
、
被
害
者
（
個
人
ま
た
は
企
業
）
が
利
用
し
て
い
る
コ
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ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
内
に
あ
る
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
を
無
権
限
で
暗
号
化
し
て
し
ま
い
、
復
号
キ
ー
が
な
い
と
当
該
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
を

使
用
で
き
な
い
状
態
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
タ
イ
プ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
磁
的
記
録
）
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
タ

イ
プ
の
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
が
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
（
刑
法
一
六
八
条
の
二
第
一
項
）
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
と
思

わ
れ
る
。

ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
が
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
に
該
当
す
る
場
合
、
故
意
に（62
）
　
、
そ
の
作
成
行
為
及
び
提
供
行
為
を
実
行
し
た
者
は
、
三
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
（
同
法
一
六
八
条
の
二
第
一
項
）。
作
成
ま
た
は
提
供
を
試
み
た
も
の
の
、
そ
の

作
成
ま
た
は
提
供
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
未
遂
処
罰
条
項
が
な
い
の
で
（
同
法
一
六
八
条
の
二
第
三
項
参
照
）、
罪
と
な
ら
な
い
。

な
お
、
自
己
が
作
成
す
る
の
で
は
な
く
、
故
意
に
、
第
三
者
が
作
成
し
た
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
取
得
し
た
者
ま
た
は
こ
れ
を
保
管（63
）
　
し
た

者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
（
同
法
一
六
八
条
の
三
）。
未
遂
処
罰
規
定
は
な
い
。

`
　
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
伝
送
行
為

故
意
に
、
①
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
送
信
し
、
そ
の
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
者
の
シ
ス
テ
ム
に
当
該
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ

ア
を
感
染
さ
せ
る
行
為
、
②
特
定
の
サ
ー
バ
に
ア
ク
セ
ス
す
べ
き
こ
と
を
内
容
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
、
そ
の
電
子
メ
ー
ル
の
受

信
者
を
当
該
サ
ー
バ
に
ア
ク
セ
ス
さ
せ
、
そ
の
サ
ー
バ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
や
当
該
サ
イ
ト
の
ブ
ラ
ウ
ザ
閲
覧
等
に
よ
り
当
該
受
信
者

に
当
該
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
感
染
さ
せ
る
行
為
は
、
い
ず
れ
も
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
を
実
行
の
用
に
供
す
る
行
為
を
構
成
す
る
も
の
と

解
さ
れ
る
。
こ
の
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
の
供
用
行
為
を
実
行
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ

る
（
同
法
一
六
八
条
の
二
第
二
項
）。
そ
の
未
遂
行
為
も
処
罰
さ
れ
る
（
同
法
一
六
八
条
の
二
第
三
項
）。

な
お
、
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
、
①
の
場
合
は
、
遅
く
と
も
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
添
付
し
た
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
時
点
で
実
行

の
着
手
が
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
②
の
場
合
に
は
、
特
定
の
サ
ー
バ
か
ら
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
感
染
さ
せ
る
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こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
時
点
ま
た
は
当
該
サ
イ
ト
へ
ア
ク
セ
ス
す
べ
き
こ
と
を
内
容
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
た
時
点
の
い
ず

れ
か
早
い
時
点
で
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
既
遂
時
機
に
つ
い
て
は
、
当
該
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
電

子
メ
ー
ル
受
信
者
に
感
染
さ
せ
た
時
点
で
あ
る
。
被
害
者
の
シ
ス
テ
ム
に
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
感
染
さ
せ
れ
ば
足
り
、
現
実
に
ラ
ン
サ
ム

ウ
ェ
ア
と
し
て
の
機
能
を
実
現
し
て
い
な
く
て
も
、
加
害
者
が
い
つ
で
も
当
該
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
起
動
さ
せ
実
行
さ
せ
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
て
い
れ
ば
、
供
用
行
為
と
し
て
は
既
遂
に
達
す
る
と
解
さ
れ
る（64
）
　
。

加
え
て
、
②
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
サ
イ
ト
へ
ア
ク
セ
ス
す
べ
き
旨
の
記
載
内
容
が
強
要
罪
（
同
法
二
二
三
条
）
に
該
当
す
る
場
合
、

当
該
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
行
為
は
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
供
用
罪
の
実
行
行
為
の
一
部
で
あ
る
の
で
、
事
実
行
為
と
し
て
は
同
一
の
行
為

で
あ
り
、
強
要
罪
と
の
関
係
で
は
、
観
念
的
競
合
（
同
法
五
四
条
一
項
）
の
関
係
に
た
つ
と
解
さ
れ
る
。

a
　
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
感
染
に
よ
り
制
御
を
奪
う
行
為

感
染
し
た
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
実
行
に
よ
り
電
子
メ
ー
ル
受
信
者
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
が
使
用
不
能
状
態
に
な
っ
た
場
合
、
人

の
業
務
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
で
あ
る
限
り（65
）
　
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
（
同
法
二
三
四
条
の
二
第
一
項
）
が
成
立
し
得
る
。

た
だ
し
、
そ
の
既
遂
時
機
に
つ
い
て
は
、
未
遂
罪
処
罰
条
項
（
同
法
二
三
四
条
の
二
第
二
項（66
）
　
）
と
の
関
係
で
解
釈
が
分
か
れ
得
る
も
の
の（67
）
　
、

通
説
に
よ
れ
ば
、
妨
害
の
結
果
が
現
実
に
発
生
し
な
く
と
も
そ
の
危
険
が
生
じ
た
時
点
で
既
遂
に
達
す
る
と
し
て
い
る（68
）
　
。

不
正
指
令
電
磁
的
記
録
供
用
罪
と
の
罪
数
関
係
に
つ
い
て
は
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
の
既
遂
時
機
に
関
す
る
解
釈
と
の
か

ね
あ
い
も
あ
る
が
、
刑
法
解
釈
学
上
の
ど
の
見
解
に
立
脚
し
た
場
合
で
も
遅
く
と
も
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
感
染
の
時
点
で
電
子
計
算
機
損
壊

等
業
務
妨
害
罪
の
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
す

る
と
、
両
罪
は
観
念
的
競
合
（
同
法
五
四
条
一
項
）
の
関
係
に
た
つ
と
解
さ
れ
る（69
）
　
。

他
方
、
当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
が
人
の
業
務
に
使
用
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
が
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動
産
と
し
て
器
物
に
該
当
す
る
限
り
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
に
よ
っ
て
物
理
的
に
破
壊
す
る
行
為
は
、
器
物
損
壊
罪
に
該
当
し
得
る
と
解
す

る（70
）
　
。
器
物
損
壊
罪
が
成
立
す
る
場
合
、
損
壊
行
為
を
実
行
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る

（
同
法
二
六
一
条
）。

器
物
損
壊
罪
と
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
供
用
罪
と
の
罪
数
関
係
に
つ
い
て
は
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

b
　
解
放
金
名
目
に
金
員
を
要
求
す
る
行
為

ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
に
よ
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
が
使
用
不
能
状
態
に
あ
る
場
合
に
、
金
員
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
引
き
続
き
使
用

不
能
状
態
が
継
続
す
る
ま
た
は
当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
が
物
理
的
に
破
壊
さ
れ
る
と
脅
し
、
金
員
の
支
払
い
を
求
め
る
行
為
が
恐

喝
罪
（
同
法
二
四
九
条
）
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

恐
喝
罪
が
成
立
す
る
場
合
、
金
員
を
喝
取
し
た
者
は
、
一
〇
年
以
下
の
懲
役
に
処
さ
れ
る
（
事
案
に
よ
り
、
同
法
二
四
九
条
一
項
ま
た

は
二
項
）。
未
遂
行
為
も
処
罰
さ
れ
る
（
同
法
二
五
〇
条
）。

恐
喝
目
的
で
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
感
染
さ
せ
る
た
め
の
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
事
例
で
は
、
一
般
に
、
当
該
電
子

メ
ー
ル
送
信
の
時
点
で
恐
喝
行
為
に
つ
い
て
も
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う（71
）
　
。
被
害
者
が
要
求
に
応
じ
て
金
員
を
支

払
っ
た
時
点
（
同
条
一
項
）
ま
た
は
送
金
処
理
を
し
た
時
点
（
同
条
二
項
）
で
既
遂
と
な
る
。

問
題
は
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
仕
様
に
も
よ
る
が
、
①
真
実
は
暗
号
化
さ
れ
て
お
ら
ず
正
常
に
使
用
可
能
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
真
実

は
簡
単
に
暗
号
を
解
除
で
き
使
用
可
能
状
態
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
そ
う
で
は
な
い
と
被
害
者
が
錯
誤
・
誤
信
し
て
い
る
状
態
を

利
用
し
た
場
合
、
②
真
実
は
当
該
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
が
既
に
物
理
的
に
破
壊
さ
れ
て
お
り
復
旧
し
よ
う
が
な
い
状
態
に
あ
る
の
に
、

金
員
を
支
払
え
ば
復
旧
の
た
め
の
復
号
キ
ー
を
入
手
で
き
る
と
被
害
者
が
錯
誤
・
誤
信
し
て
い
る
状
態
を
利
用
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
③

加
害
者
に
は
複
合
キ
ー
を
提
供
す
る
つ
も
り
が
全
く
な
い
の
に
、
被
害
者
が
金
員
を
支
払
え
ば
交
付
す
る
も
の
と
錯
誤
・
誤
信
し
て
い
る
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状
態
を
利
用
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
事
案
に
も
よ
る
が
、
詐
欺
罪
と
恐
喝
罪
の
観
念
的
競
合
と
な
る
か
、
ま

た
は
、
恐
喝
罪
の
み
が
成
立
す
る
か
が
検
討
課
題
と
な
る（72
）
　
。
通
常
は
、
恐
喝
罪
の
み
が
成
立
す
る
も
の
と
解
す
る（73
）
　
。
た
だ
し
、
③
の
場
合

に
お
い
て
、
加
害
者
が
当
該
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
と
は
全
く
無
関
係
な
者
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
被
害
者
が
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染
に
よ
り
狼
狽
し

て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
を
感
染
さ
せ
た
者
の
よ
う
に
装
い
、
修
復
を
約
束
し
て
金
員
を
要
求
し
た
と
い

う
よ
う
な
事
案
で
は
、
詐
欺
罪
の
み
が
成
立
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
と
考
え
る
。

な
お
、
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
供
用
罪
と
恐
喝
罪
と
の
罪
数
に
つ
い
て
は
、
金
員
要
求
行
為
を
開
始
し
た
時
点
で
恐
喝
行
為
の
実
行
の

着
手
が
あ
っ
た
と
認
め
る
べ
き
事
案
で
は
、
事
実
行
為
は
二
個
に
な
る
が
、
牽
連
犯
（
同
法
五
四
条
一
項
）
で
は
な
く
併
合
罪
（
同
法
四

五
条
）
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う（74
）
　
。
他
方
、
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
供
用
の
時
点
で
恐
喝
行
為
の
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
認
め
る

べ
き
事
案
で
は
、
事
実
行
為
は
一
個
に
な
り
、
観
念
的
競
合
（
同
法
五
四
条
一
項
）
と
な
る
と
解
さ
れ
る
。

五
　
ま
と
め

以
上
で
本
論
文
に
お
け
る
検
討
を
終
え
る
。

電
子
メ
ー
ル
は
、
そ
の
汎
用
性
の
ゆ
え
に
大
き
な
社
会
的
有
用
性
を
有
し
て
い
る
と
同
時
に
、
犯
罪
者
に
と
っ
て
も
極
め
て
便
利
な
犯

罪
実
行
手
段
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
い
う
観
点
か
ら
、
主
と
し
て
電
子
メ
ー
ル
そ
れ
自
体
が
犯
罪

構
成
要
件
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
場
合
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
場
合
に
主
眼
を
お
い
て
法
的
課
題
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
犯
罪
事
例
で
は
、
電
子
メ
ー
ル
を
他
の
犯
罪
を
遂
行
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
る
と
い

う
態
様
の
も
の
が
極
め
て
多
い
。
例
え
ば
、
わ
い
せ
つ
画
像
や
児
童
ポ
ル
ノ
の
伝
送
、
詐
欺
、
恐
喝
、
ネ
ッ
ト
い
じ
め
の
た
め
の
違
法
な
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内
容
の
文
章
の
伝
送
手
段
と
し
て
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
る
例
、
多
種
多
様
な
マ
ル
ウ
ェ
ア
を
感
染
さ
せ
る
た
め
の
添
付
フ
ァ
イ
ル
の
伝
送

手
段
と
し
て
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
る
例
等
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
無
論
、
こ
れ
ら
も
広
い
意
味
で
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪

の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
文
に
お
い
て
そ
の
全
部
を
詳
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
い
わ

ゆ
る
ス
パ
ム
メ
ー
ル
対
策
及
び
近
時
深
刻
な
被
害
を
発
生
さ
せ
つ
つ
あ
るR

a
n
so
m

攻
撃
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
を
示
し
た
。

電
子
メ
ー
ル
を
利
用
し
た
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
中
でR

a
n
so
m

攻
撃
以
外
の
類
型
に
属
す
る
犯
罪
行
為
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
攻

撃（75
）
　
や
ス
パ
イ
ウ
ェ
ア（76
）
　
と
の
関
連
で
既
に
別
稿
に
お
い
て
論
じ
た
部
分
を
除
き
、
他
日
を
期
し
た
い（77
）
　
。
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﹇
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認
﹈

（
2
）

電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
技
術
的
デ
ー
タ
は
、
物
理
的
な
郵
便
物
で
い
え
ば
宛
名
や
差
出
人
の
情
報
と
同
じ
社
会
的
機
能
を

有
す
る
も
の
で
あ
り
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
に
と
っ
て
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
送
受
信
デ
ー
タ
が
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
等
に
通
信
履
歴
と

し
て
記
録
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
履
歴
デ
ー
タ
は
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ー
タ
（tra

ffi
c
d
a
ta

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約

に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
用
例
が
見
ら
れ
る
。
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ー
タ
は
、
通
信
文
本
体
（co

n
ten
t
d
a
ta

）
と
は
区
別
さ
れ
、
捜
査
機
関
に
よ
っ

て
そ
れ
ら
が
捜
索
・
押
収
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
捜
査
活
動
に
伴
う
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
程
度
・
内
容
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
サ
イ
バ
ー
犯

罪
条
約
中
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
条
項
で
も
異
な
る
取
り
扱
い
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
等
に
通
信
履
歴
と
し
て
記

録
さ
れ
る
も
の
と
記
録
さ
れ
な
い
も
の
と
を
含
め
、
メ
タ
デ
ー
タ
（m

eta
d
a
ta

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
電
子
メ
ー
ル
の
通
信
文
（
本
文
）
を

本
体
と
し
て
観
念
し
た
場
合
、
本
体
と
し
て
の
通
信
文
デ
ー
タ
と
の
関
係
に
お
い
て
隠
さ
れ
た
技
術
的
デ
ー
タ
と
い
う
意
味
で
「
メ
タ
」
と
い
う
相

対
関
係
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
名
が
あ
る
。
元C

IA

職
員
に
よ
り
情
報
リ
ー
ク
が
な
さ
れ
た
結
果
、
米
国
諜
報
機
関
に
よ
る
電
子
メ
ー

ル
等
の
通
信
傍
受
及
び
デ
ー
タ
収
集
が
大
き
な
議
論
を
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
米
国
諜
報
機
関
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

傍
受
・
収
集
さ
れ
た
通
信
デ
ー
タ
の
大
半
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
容
疑
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
やIP

ア
ド
レ
ス
等
が
送
受
信
先
と
な
っ
て
い
る
通
信

に
対
す
る
傍
受
な
ど
の
よ
う
に
特
に
集
中
的
に
通
信
傍
受
が
な
さ
れ
た
事
例
を
除
き
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
メ
タ
デ
ー
タ
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
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（
3
）

通
信
文
（
本
文
）
を
一
文
字
も
含
ま
ず
、
添
付
フ
ァ
イ
ル
の
み
が
付
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
を
想
定
し
て
み
る
と
、
電
子
メ
ー
ル
通
信
と
い
う
技
術

が
、
い
わ
ば
フ
ァ
イ
ル
伝
送
の
た
め
の
コ
ン
テ
ナ
と
し
て
の
役
割
だ
け
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
4
）

夏
井
高
人
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
一
）
―D

o
S

攻
撃
（D

D
o
S

攻
撃
）
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
」
法
律
論
叢
八
五
巻
一
号
一
九
七
頁

（
5
）

夏
井
高
人
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
四
）
―
電
子
計
算
機
詐
欺
に
関
す
る
比
較
法
的
検
討
」
法
律
論
叢
八
六
巻
一
号
六
一
頁

（
6
）

夏
井
高
人
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
五
）
―
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
及
び
サ
イ
バ
ー
戦
に
関
す
る
比
較
法
的
検
討
」
法
律
論
叢
八
六
巻
二
・
三
合
併
号
八

五
頁

（
7
）

夏
井
高
人
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
二
）
―
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
（P
h
ish
in
g

）
に
関
す
る
比
較
法
的
検
討
」
法
律
論
叢
八
五
巻
四
・
五
号
一
七
九

頁
、
同
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
三
）
―
通
信
傍
受
に
関
す
る
比
較
法
的
検
討
」
法
律
論
叢
八
五
巻
六
号
三
六
三
頁

（
8
）

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
宅
配
便
に
よ
っ
て
麻
薬
を
運
搬
し
た
と
い
う
事
例
を
想
定
し
て
み
る
と
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

場
合
、
そ
の
宅
配
便
に
よ
る
搬
送
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
そ
れ
自
体
と
し
て
は
違
法
な
も
の
で
は
な
く
、
価
値
中
立
的
な
も
の
で
あ
っ

て
、
単
に
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
犯
罪
の
用
に
供
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
犯
罪
組
成
物
件
（
刑
法
一
九
条
一
項
一
号
）
で
は

な
く
、
犯
罪
供
用
物
件
（
同
条
一
項
二
号
）
と
し
て
没
収
の
対
象
と
な
り
得
る
と
い
う
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
物
体
の
場
合
だ
け
で
は
な

く
、
電
子
的
な
仕
組
み
で
あ
る
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
し
て
何
ら
か
の
犯
罪
が
実
行
さ
れ
た
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
。

（
9
）

警
察
庁
生
活
安
全
局
長
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
（
通
達
）」（
平
成
二
五
年

七
月
三
日
警
察
庁
丙
生
企
発
第
七
六
号
）

（
10
）

解
釈
論
と
し
て
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
規
制
法
二
条
一
項
一
号
所
定
の
「
つ
き
ま
と
い
」
行
為
の
一
類
型
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

の
で
、
仮
に
同
法
二
条
一
項
四
号
に
「
電
子
メ
ー
ル
」
の
送
信
行
為
が
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
つ
き
ま
と
い
行
為
等
の
一
種
と
し
て

扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
る
場
合
、
同
法
二
条
一
項
四
号
の
規
定
は
、
注
意
的
に
構
成
要
件
要
素
を

明
確
に
す
る
た
め
の
条
項
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
つ
き
ま
と
い
行
為
は
、
①
固
有
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪

で
は
な
く
②
電
子
的
手
段
を
利
用
し
た
犯
罪
の
範
疇
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
年
法
律
第
七
三
号
）
に
よ
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
規
制
法
一
部
改
正
前
の
事
案
で
あ
る
が
、
東
京
高
等
裁
判
所
平
成

一
四
年
一
二
月
一
七
日
判
決
・
判
例
時
報
一
八
三
一
号
一
五
五
頁
は
、
私
用
パ
ソ
コ
ン
か
ら
電
子
メ
ー
ル
送
信
を
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
規
制
法
二
条
一
項
一
号
所
定
の
つ
き
ま
と
い
行
為
に
該
当
す
る
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。

（
11
）

こ
こ
で
い
う
「
違
法
性
を
有
す
る
」
と
は
、
電
子
メ
ー
ル
が
犯
罪
構
成
要
件
要
素
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
無
論
の
こ
と
、
構
成
要
件
要
素
と
な
っ
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て
い
な
い
場
合
で
も
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の
主
要
な
手
段
と
し
て
電
子
メ
ー
ル
が
犯
罪
の
用
に
供
さ
れ
た
場
合
を
広
く
含
む
趣
旨
で
あ
る
。
電
磁

的
記
録
と
し
て
の
電
子
メ
ー
ル
そ
れ
自
体
が
没
収
の
対
象
と
な
っ
た
刑
事
裁
判
事
例
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
理
論
的
に
は
没
収
の
対
象

と
な
り
得
る
と
い
う
意
味
で
、
犯
罪
の
実
行
の
用
に
供
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
は
違
法
な
存
在
で
あ
る
。

（
12
）

C
C

メ
ー
ル
及
びB

C
C

メ
ー
ル
で
は
特
定
多
数
の
受
信
者
に
対
し
て
同
時
に
同
一
内
容
の
電
子
メ
ー
ル
が
送
信
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
送
信
方

法
で
は
複
数
の
電
子
メ
ー
ル
が
電
子
的
に
同
時
送
信
処
理
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
特
定
の
送
信
者
か
ら
特
定
の
受
信
者

に
対
す
る
通
信
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。

（
13
）

正
確
に
は
、
架
空
の
受
信
者
宛
に
大
量
の
電
子
メ
ー
ル
を
同
時
送
信
す
る
と
、
そ
の
電
子
メ
ー
ル
を
処
理
す
る
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
に
一
定
の
負

荷
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
や
通
信
回
線
の
能
力
か
ら
す
る
と
、D

o
S

攻
撃
を
し
か
け
た
場
合
と
同
程
度
の
支

障
が
発
生
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
む
し
ろ
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
不
達
の
通
知
が
ほ
ぼ
同
時
に
集
中
し
て
送
信
者
の
シ
ス
テ
ム
に

配
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
送
信
者
デ
ー
タ
が
実
在
す
る
正
確
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
送
信
者
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
や
通
信
回

線
の
能
力
が
十
分
で
な
い
場
合
に
は
、
送
信
者
に
何
ら
か
の
支
障
が
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
、
送
信
者
デ
ー
タ
（
電
子
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
ま
た
はIP

ア
ド
レ
ス
）
が
第
三
者
に
よ
る
詐
称
で
は
な
く
、
送
信
者
自
身
の
正
確
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
不
達
通
知
の
集
中
受
信
に
よ
っ

て
何
ら
か
の
損
失
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
送
信
者
自
身
の
自
業
自
得
と
も
い
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
（
民
事
損
害
賠
償
責
任
の
問
題
と
し
て

は
、
仮
に
不
達
通
知
シ
ス
テ
ム
の
設
計
・
運
用
等
に
何
ら
か
の
過
失
が
あ
り
、
そ
の
過
失
行
為
と
送
信
者
の
損
失
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
認
め

ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
送
信
者
の
損
害
額
全
額
に
つ
い
て
過
失
相
殺
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。）。

（
14
）

通
常
は
、
送
信
者
が
利
用
し
て
い
る
電
子
メ
ー
ル
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
間
の
通
信
が
正
常
に
確
立
さ
れ
な

い
た
め
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
処
理
が
実
行
さ
れ
な
い
で
終
わ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

（
15
）

そ
の
よ
う
な
結
果
を
意
図
的
に
狙
っ
た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
電
子
メ
ー
ル
で
は
な
く
パ
ケ
ッ
ト
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

応
用
的
な
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
、D

N
S

リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
攻
撃
ま
た
はD

N
S

ア
ン
プ
攻
撃
（D

N
S
A
m
p
lifi
ca
tio
n
A
tta
ck

）

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
攻
撃
手
法
は
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、D

D
o
S

攻
撃
の
手
口
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
警
察
庁
は
、

「D
N
S

の
再
帰
的
な
問
い
合
わ
せ
を
悪
用
し
たD

D
o
S

攻
撃
手
法
の
検
証
に
つ
い
て
」（
平
成
一
八
年
七
月
一
一
日
）、「D

N
S

リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
攻

撃
に
対
す
る
注
意
喚
起
に
つ
い
て
」（
平
成
二
五
年
四
月
一
一
日
）
及
び
「
中
国
を
発
信
元
と
す
る
再
帰
問
い
合
わ
せ
可
能
なD

N
S

サ
ー
バ
の
探
索

行
為
の
増
加
に
つ
い
て
」（
平
成
二
五
年
九
月
一
一
日
）
を
発
し
、
日
本
国
に
お
い
て
も
現
実
にD

N
S

リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
攻
撃
が
実
行
さ
れ
る
危
険

性
に
つ
い
て
注
意
喚
起
を
し
た
。D

N
S

リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
攻
撃
に
よ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
支
障
が
発
生
し
た
と
き
ま
た
は
そ
の
危
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険
性
が
発
生
し
た
と
き
は
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
の
成
否
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
16
）

E
C
-C
o
u
n
cil,
C
o
m
p
u
ter
F
o
ren
sics:

In
v
estig

a
tin
g
N
etw
o
rk
In
tru
sio
n
s
a
n
d
C
y
b
er
C
rim
e,
C
en
g
a
g
e
L
ea
rn
in
g
,
2
0
1
0
,

C
h
a
p
ter
7

（
17
）

岡
村
久
道
・
近
藤
剛
史
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
法
律
実
務
﹇
新
版
﹈』（
新
日
本
法
規
、
二
〇
〇
一
）
五
二
三
〜
五
三
二
頁
、
宗
田
貴
行
『
迷
惑
メ
ー

ル
規
制
法
概
説
』（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
〇
六
）
九
〜
七
二
頁
、
岡
村
久
道
ほ
か
「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・・
電
子
メ
ー
ル

法
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
二
巻
七
九
〜
一
三
九
頁
、
平
野
晋
「
迷
惑
メ
ー
ル
に
関
す
る
米
国
法
と
の
比
較
法

的
考
察
」
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
二
一
号
二
五
頁
、
大
磯
一
「
法
令
解
説
・・
迷
惑
メ
ー
ル
対
策
直
罰
規
定
の
導
入
等
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
法
に
よ
る
取

締
り
の
強
化–
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
時
の
法
令
一
七
四
四
号
六
頁

（
18
）

い
わ
ゆ
る
「
な
り
す
ま
し
」
や
未
成
年
者
の
詐
術
に
よ
り
ネ
ッ
ト
上
で
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
の
民
事
上
の
法
律
効
果
等
に
つ
い
て
は
、
経
済

産
業
省
「
電
子
商
取
引
及
び
情
報
財
取
引
等
に
関
す
る
準
則
（
平
成
二
五
年
九
月
）」
ⅰ
四
一
〜
六
一
頁
。

（
19
）

加
害
者
の
追
跡
を
困
難
に
す
る
た
め
の
手
法
が
送
信
者
デ
ー
タ
の
詐
称
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
様
々
な
手

口
が
存
在
す
る
。
詐
称
さ
れ
た
場
合
を
含
め
、
真
の
送
信
者
を
追
跡
し
割
り
出
す
た
め
の
手
法
に
つ
い
て
は
、S

h
erri
D
av
id
o
ff
&
J
o
n
a
th
a
n

H
a
m
,
N
etw
o
rk
F
o
ren
sics:

T
ra
ck
in
g
H
a
ck
ers
th
ro
u
g
h
C
y
b
ersp
a
ce,
P
ren
tice

H
a
ll,
2
0
1
2
,
p
p
.
2
3
–
1
5
7

が
参
考
に
な
る
。

（
20
）

電
気
通
信
事
業
法
二
条
二
号
は
、「
電
気
通
信
設
備
」
に
つ
い
て
「
電
気
通
信
を
行
う
た
め
の
機
械
、
器
具
、
線
路
そ
の
他
の
電
気
的
設
備
を
い
う
」

と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
二
条
一
号
は
、「
電
気
通
信
」
に
つ
い
て
「
有
線
、
無
線
そ
の
他
の
電
磁
的
方
式
に
よ
り
、
符
号
、
音
響
又
は
影
像

を
送
り
、
伝
え
、
又
は
受
け
る
こ
と
を
い
う
」
と
定
義
し
て
い
る
。
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
二
条
二
号
は
、「
電
気
通
信
設
備
」
の
定
義
と
し
て

電
気
通
信
事
業
法
二
条
二
号
に
お
け
る
定
義
を
借
用
す
る
形
式
で
立
法
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
に
規
定
す
る

特
定
電
子
メ
ー
ル
が
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
っ
て

媒
介
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
日
本
国
内
に
あ
る
電
気
通
信
設
備
か
ら
送
信
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
及
び
日
本
国
内
に
あ
る
電
気
通
信

設
備
に
対
し
て
送
信
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
は
、
全
て
特
定
電
子
メ
ー
ル
に
該
当
し
得
る
。
例
え
ば
、
電
気
通
信
事
業
者
を
介
さ
な
い
で
特
定
の
施
設

内
の
設
備
や
移
動
式
の
車
両
等
か
ら
企
業
や
個
人
の
電
気
通
信
設
備
に
対
し
て
直
接
に
電
磁
的
方
式
を
用
い
て
電
子
メ
ー
ル
が
送
信
さ
れ
る
よ
う
な

場
合
に
も
特
定
電
子
メ
ー
ル
に
該
当
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

（
21
）

た
だ
し
、「
契
約
の
申
込
み
を
し
た
者
又
は
契
約
を
締
結
し
た
者
に
対
し
当
該
契
約
の
申
込
み
、
内
容
又
は
履
行
に
関
す
る
事
項
を
通
知
す
る
た
め

に
送
信
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
に
お
い
て
広
告
又
は
宣
伝
が
付
随
的
に
行
わ
れ
る
場
合
」、「
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
に
対
し
広
告
又
は
宣
伝
が
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行
わ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
提
供
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
通
信
役
務
を
用
い
て
電
子
メ
ー
ル
が
送
信
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
電
子
メ
ー
ル
に

お
い
て
当
該
電
子
メ
ー
ル
通
信
役
務
の
提
供
を
す
る
者
に
よ
り
広
告
又
は
宣
伝
が
付
随
的
に
行
わ
れ
る
場
合
」
及
び
「
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ

か
、
広
告
又
は
宣
伝
以
外
の
行
為
を
主
た
る
目
的
と
し
て
送
信
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
（
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
な
く

送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
に
お
い
て
広
告
又
は
宣
伝
が
付
随
的
に
行
わ
れ
る
場
合
」（
同
規
則
六
条
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
三
条
三
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
受
信
拒
否
者
に
対
す
る
例
外
的
な
場
合
と
し
て
適
用
除
外
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
は
、
か
な
り
ゆ
る
や
か
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
拒
否
に
関
す
る
限
り
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ザ
ル
法
」
と
し
て
消
費
者
保
護
の

た
め
に
十
分
に
機
能
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

（
22
）

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
一
四
年
総
務
省
令
第
六
六
号
）
七
条
は
、
①
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信

さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除
く
。）
の
用
に
供
さ

れ
る
電
気
通
信
設
備
（
特
定
電
気
通
信
設
備
）
の
う
ち
受
信
拒
否
の
通
知
を
受
け
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
（
当
該
通
知
を
す
る
た
め
に
必
要
な

情
報
の
明
確
か
つ
平
易
な
表
現
に
よ
る
提
供
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
が
当
該
通
知
を
容
易
に
行
う
こ
と
を
可
能

と
す
る
た
め
に
必
要
な
電
磁
的
記
録
を
保
存
し
た
も
の
を
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
知
受
領
部
分
」
と
い
う
。）
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
ま
た
は
②
前
号
に
規
定
す
る
符
号
に
対
応
さ
せ
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ

の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
が
当
該
符
号
を
用
い
て
そ
の
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
に
よ
り
通
知
受
領
部
分
に
接

続
で
き
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。

（
23
）

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
九
条
は
、
原
則
と
し
て
、
①
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め

る
旨
の
通
知
を
、
法
第
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
は
、

同
規
則
八
条
に
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
、
②
当
該
送
信
者
（
当
該
電
子
メ
ー
ル

の
送
信
に
つ
き
送
信
委
託
者
が
い
る
場
合
は
、
当
該
送
信
者
又
は
当
該
送
信
委
託
者
の
う
ち
当
該
送
信
に
責
任
を
有
す
る
者
）
の
住
所
及
び
③
特
定

電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
つ
い
て
の
苦
情
、
問
合
せ
等
を
受
け
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
又
は
特
定
電
気
通
信
設
備

の
う
ち
苦
情
、
問
合
せ
等
の
受
付
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
若
し

く
は
そ
れ
に
対
応
さ
せ
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
が
当
該
符
号
を
用
い
て
そ
の
使
用
す

る
通
信
端
末
機
器
に
よ
り
当
該
部
分
に
接
続
で
き
る
も
の
を
表
示
す
べ
き
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。

（
24
）

従
来
、
電
子
メ
ー
ル
は
文
字
な
ど
の
符
号
を
送
信
す
る
た
め
の
電
子
的
な
手
段
と
し
て
構
築
・
利
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
電
子
メ
ー
ル
は
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二
次
元
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
固
定
観
念
が
定
着
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
電
子
メ
ー
ル
関
連
立
法
の
全
て
が
二
次
元
的
な
画
面
表
示
を
前
提
と
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
、
三
次
元
プ
リ
ン
タ
（3

D
p
rin
ter

）
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
通
信
は
二
次
元
的
な
要
素
で
構
成
さ
れ
る

も
の
だ
け
で
は
な
く
三
次
元
的
な
要
素
を
含
む
も
の
へ
と
変
容
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
受
信
内
容
が
画
面
表
示
で
は
な

く
何
ら
か
の
か
た
ち
で
の
空
間
で
の
状
態
形
成
と
い
っ
た
よ
う
な
現
象
を
含
む
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
通
信

の
場
合
に
は
、
従
来
の
電
子
メ
ー
ル
と
は
異
な
る
方
式
に
よ
る
電
磁
的
通
信
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
場
合

を
含
め
、
急
速
な
社
会
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
適
切
な
立
法
論
的
検
討
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

（
25
）

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
二
条
四
号
は
、「
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」
に
つ
い
て
、「
多
数
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
自
動
的
に
作
成
す

る
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い

う
。）
を
用
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
及
び
「
現
に
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
と
し
て
利
用
す
る
者
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
」
の
両
方
の
要

件
を
充
足
す
る
電
子
メ
ー
ル
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
前
者
の
要
件
が
存
在
す
る
た
め
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
自
動
生
成
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
手
作
業
で
作
成
さ
れ
た
虚
偽
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
は
、
た
と
え
そ
れ
が
巨
大
な
人
海
戦
術
に
よ
り
多
数
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
も
「
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
得
る
。
ま
た
、
後
者
の
「
現
に
電
子
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
と
し
て
利
用
す
る
者
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
偶
然
の
出
来
事
と
し
て
現
に
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
と
し
て
利
用
す

る
者
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
生
成
す
る
者
が
そ
の
事
実
の
有
無
を
確
認
す
る
意
思
を
有
せ
ず
、
偶
然
の
一
致
が
あ
る
場

合
に
意
識
的
に
現
実
に
存
在
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
排
除
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
後
者
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
解
す
る
。
そ
の
よ
う

に
解
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
六
条
に
規
定
す
る
禁
止
が
空
文
化
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
等
の
目
的
に
よ
り
、
プ
ロ
キ
シ
サ
ー
バ
そ
の
他
の
匿
名
化
の
た
め
の
電
子
的
な
仕
組
み
を
用
い
て
電
子
的
に
自
動
変
換
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
は
、
特
定
単
数
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
で
あ
り
、
か
つ
、
実
在
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
で
あ
る
の
で
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法

所
定
の
「
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
26
）

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
一
一
条
は
、
送
信
者
情
報
を
偽
る
電
子
メ
ー
ル
に
対
し
て
電
気
通
信
事
業
者
が
技
術
的
な
対
応
策
を
講
ず
る
場
合
の

適
法
性
の
根
拠
と
し
て
、「
電
気
通
信
事
業
者
は
、
送
信
者
情
報
を
偽
っ
た
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
通
信

役
務
の
円
滑
な
提
供
に
支
障
を
生
じ
、
又
は
そ
の
利
用
者
に
お
け
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
上
の
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
、
一
時
に
多
数
の
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
通
信
役

務
の
円
滑
な
提
供
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
他
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
上
の
支
障
を
防
止
す
る
た
め
電
子
メ
ー
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ル
通
信
役
務
の
提
供
を
拒
む
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
支
障
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お

い
て
、
当
該
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
者
に
対
し
、
電
子
メ
ー
ル
通
信
役
務
の
提
供
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
」

と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
役
務
提
供
拒
否
行
為
に
つ
い
て
違
法
性
阻
却
事
由
が
存
在
す
る
こ
と

に
な
る
。
な
お
、
携
帯
電
話
の
特
定
接
続
サ
ー
ビ
ス
契
約
に
基
づ
き
大
量
の
架
空
ア
ド
レ
ス
宛
電
子
メ
ー
ル
送
信
の
送
信
回
数
に
相
当
す
る
損
害
の

賠
償
を
命
じ
た
事
例
と
し
て
、
東
京
地
裁
平
成
一
五
年
三
月
二
五
日
・
判
例
時
報
一
八
三
一
号
一
三
二
頁
が
あ
り
、
ま
た
、
符
号
等
を
ラ
ン
ダ
ム
に

あ
て
は
め
て
生
成
さ
れ
た
大
量
の
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
の
電
子
メ
ー
ル
送
信
の
差
止
め
仮
処
分
を
認
め
た
事
例
と
し
て
、
横
浜
地
裁
平
成

一
三
年
一
〇
月
二
九
日
決
定
・
判
例
時
報
一
七
六
五
号
一
八
頁
が
あ
る
。

（
27
）

一
般
に
、
犯
罪
組
織
は
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
経
済
的
な
利
益
を
得
て
い
る
。
経
済
学
的
に
は
、
利
益
ま
た
は
収
益
と
し
て
計
上
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
し
、
反
復
継
続
し
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
営
む
組
織
は
営
利
的
な
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
法

的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
利
益
ま
た
は
収
益
は
非
合
法
な
も
の
と
し
て
没
収
さ
れ
ま
た
は
被
害
者
へ
還
付
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
特

定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
組
織
を
営
利
団
体
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
28
）

前
掲
夏
井
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
二
）」
一
九
〇
〜
一
九
一
頁

（
29
）

な
お
、1

5
U
S
C

§7
7
0
3

も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
30
）

﹇
訳
注
﹈
州
内
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
は
、
連
邦
刑
法
で
は
な
く
、
各
州
の
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
。
連
邦
の
刑
法
は
、
州
を
ま
た
が
る
取
引
及
び
国

際
取
引
と
関
連
す
る
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

（
31
）

﹇
訳
注
﹈
虚
偽
内
容
の
申
請
書
類
を
提
出
し
て
別
人
に
な
り
す
ま
し
た
ア
カ
ウ
ン
ト
や
ド
メ
イ
ン
名
を
取
得
す
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
ア
カ
ウ

ン
ト
や
ド
メ
イ
ン
名
を
登
録
す
る
サ
ー
バ
に
無
権
限
ア
ク
セ
ス
し
、
無
権
限
で
虚
偽
内
容
の
デ
ー
タ
を
登
録
し
て
ア
カ
ウ
ン
ト
や
ド
メ
イ
ン
名
を
取

得
す
る
行
為
を
含
む
趣
旨
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
32
）

﹇
訳
注
﹈
合
衆
国
連
邦
刑
法
一
〇
三
〇
条
の
仮
訳
は
、
前
掲
夏
井
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
四
）」
八
一
頁
以
下
に
あ
る
。

（
33
）

﹇
訳
注
﹈
合
衆
国
連
邦
刑
法
ま
た
は
州
刑
法
に
よ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
を
実
行
し
た
者
と
し
て
拘
禁
刑
に
処
罰
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
再
犯
者
を

重
く
罰
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
日
本
国
の
現
行
刑
罰
法
令
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
例
は
な
い
。

（
34
）

﹇
訳
注
﹈
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
基
盤
と
す
るW

eb

メ
ー
ル

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
場
合
やS

N
S

に
お
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
交
換
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
等
も
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
35
）

﹇
訳
注
﹈
警
察
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
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（
36
）

本
論
文
中
で
紹
介
す
る
措
置
命
令
事
例
は
、
網
羅
的
で
は
な
い
。
な
お
、
一
般
財
団
法
人
日
本
デ
ー
タ
通
信
協
会
迷
惑
メ
ー
ル
相
談
セ
ン
タ
ー
の

サ
イ
ト
内
に
あ
る
「
総
務
省
に
お
け
る
行
政
処
分
実
施
状
況
」
で
は
、
過
去
の
措
置
命
令
事
例
を
一
覧
表
示
し
て
、
そ
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。

総
務
省
に
お
け
る
行
政
処
分
実
施
状
況

h
ttp
:/
/
w
w
w
.d
ek
y
o
.o
r.jp
/
so
u
d
a
n
/
a
ctiv
ities/

m
ic.h
tm
l

﹇
二
〇
一
三
年
一
一
月
一
六
日
確
認
﹈

（
37
）

い
わ
ゆ
る
「
出
会
い
系
サ
イ
ト
」
に
は
固
有
の
社
会
的
問
題
ま
た
は
法
的
問
題
が
存
在
す
る
。
参
考
に
な
る
裁
判
事
例
と
し
て
は
、
東
京
高
裁
平

成
二
三
年
六
月
一
四
日
判
決
・
東
京
高
裁
（
刑
事
）
判
決
時
報
六
二
巻
五
二
頁
、
大
阪
高
裁
平
成
一
六
年
九
月
二
四
日
判
決
・
家
裁
月
報
五
七
巻
七
号

四
五
頁
、
福
岡
高
裁
平
成
二
〇
年
二
月
八
日
決
定
・
家
裁
月
報
六
〇
巻
八
号
六
六
頁
、
新
潟
地
裁
長
岡
支
部
平
成
一
四
年
一
二
月
二
六
日
判
決
・
刑

集
六
〇
巻
五
号
四
三
〇
頁
、
東
京
地
裁
平
成
一
七
年
一
二
月
一
六
日
判
決
・
判
例
時
報
一
九
三
二
号
一
〇
三
頁
、
福
岡
高
裁
平
成
一
七
年
九
月
一
四

日
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
二
三
号
一
八
八
頁
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、「
出
会
い
系
サ
イ
ト
」
を
装
い
、
実
際
に
は
女
性
で
は
な
い
の
に

女
性
を
装
っ
た
男
性
等
の
サ
ク
ラ
を
用
い
、
利
用
料
金
名
目
に
金
員
を
詐
取
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト
も
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岡
村
久
道
編
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
法
律
実
務
―
理
論
と
実
務
』（
新
日
本
法
規
出
版
、
二
〇
一
三
）
三
七
八
頁
﹇
川
村
哲
二
﹈

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
38
）

こ
の
判
決
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
二
九
日
付
け
毎
日
新
聞
京
都
版
に
掲
載
さ
れ
た
報
道
記
事
に
よ
り
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

判
決
文
（
原
文
）
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
認
定
事
実
等
の
内
容
に
関
す
る
正
確
性
は
保
障
で
き
な
い
。
京
都
地
方
裁
判
所
及
び
京
都

地
方
検
察
庁
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
結
果
に
よ
る
と
、
こ
の
事
件
の
確
定
判
決
は
存
在
し
、
そ
の
原
本
を
同
検
察
庁
で
保
管
し
て
い
る
が
、
判
決
原

本
を
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
今
後
も
公
開
す
る
予
定
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
他
の
報
道
記
事
等
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
件
で
問
題

と
な
っ
た
サ
イ
ト
運
営
会
社
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
フ
リ
ー
ク
ス
は
、
事
件
後
、
解
散
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
39
）

総
務
省
総
合
通
信
基
盤
局
消
費
者
行
政
課
・
消
費
者
庁
取
引
対
策
課
「
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
二
三
年
八

月
）

h
ttp
:/
/
w
w
w
.so
u
m
u
.g
o
.jp
/
m
a
in
so
sik
i/
jo
h
o
tsu
sin
/
d
sy
o
h
i/
p
d
f/
m
m
a
il
0
8
1
1
1
4
1
.p
d
f

﹇
二
〇
一
三
年
一
一
月
一
六
日
確
認
﹈

（
40
）

い
わ
ゆ
るC

R
M

（C
u
sto
m
er
R
ela
tio
n
sh
ip
M
a
n
a
g
em
en
t

）
の
場
合
を
含
め
、
商
業
宣
伝
広
告
の
た
め
の
電
子
メ
ー
ル
送
信
に
よ
っ
て
売

り
上
げ
を
大
幅
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
そ
れ
自
体
が
単
な
る
幻
想
の
一
種
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
社
会
学
的
な
調
査
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

（
41
）

拒
否
し
て
も
繰
り
返
し
送
信
さ
れ
て
く
る
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
商
業
宣
伝
広
告
目
的
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
い
わ
ゆ
る
迷
惑
メ
ー
ル
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の
一
種
で
あ
り
、
悪
質
な
も
の
に
つ
い
て
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
の
一
種
と
し
て
処
罰
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
警

察
庁
生
活
安
全
局
長
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
（
通
達
）」
三
〜
四
頁
で
解
説
さ

れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
通
達
で
は
、「
①
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
お
い
てS

M
T
P

が
用
い
ら
れ
る
通
信
方
式
を
用
い
る
も
の
、

又
は
②
携
帯
し
て
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
に
、
電
話
番
号
を
送
受
信
の
た
め
に
用
い
て
通
信
文
そ
の
他
の
情
報
を
伝
達
す
る
通
信
方
式
を
用
い
る

も
の
を
い
う
と
解
さ
れ
る
。
①
に
は
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
端
末
に
よ
る
Ｅ
メ
ー
ル
の
ほ
か
、Y

a
h
o
o
!

メ
ー
ル
やG

m
a
il

と
い
っ
た
ウ
ェ
ブ
メ
ー

ル
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
も
の
が
含
ま
れ
、
②
に
はS

M
S

（
携
帯
電
話
同
士
で
短
い
文
字
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
電
話
番
号
宛
て
に
送
信
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

を
い
う
。）
が
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
、F
a
ceb
o
o
k

やm
ix
i

等
に
お
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能
等
の
う
ち
上
記
①
又
は
②
に
該
当

し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
含
ま
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
の
法
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
42
）

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
三
条
に
規
定
す
る
送
信
の
禁
止
は
、
送
信
者
情
報
を
偽
る
こ
と
な
く
正
当
に
商
業
宣
伝
広
告
目
的
の
電
子
メ
ー
ル
を

送
信
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。

（
43
）

特
定
電
子
メ
ー
ル
適
正
化
法
と
同
じ
立
法
目
的
を
有
す
る
法
令
の
執
行
担
当
官
庁
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
で
、
例
え
ば
、
外
国
の
諜
報
機
関
や
軍

等
の
よ
う
に
国
防
目
的
で
存
在
し
て
い
る
国
家
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
の
場
合
を
含
ま
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（
44
）

国
際
的
な
テ
ロ
リ
ス
ト
と
し
て
殺
人
行
為
等
の
犯
罪
捜
査
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
行
為
が
「
政
治
犯
罪
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す

る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
な
考
慮
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
得
る
。

（
45
）

も
っ
と
も
、
立
法
技
術
の
問
題
と
し
て
は
、
関
連
す
る
省
庁
の
共
同
所
管
と
し
て
、
統
合
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
法
を
立
法
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
し
、
そ
の
ほ
う
が
一
般
国
民
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
46
）

消
費
者
庁
取
引
物
価
対
策
課
・
経
済
産
業
省
商
務
情
報
政
策
局
消
費
経
済
政
策
課
『
平
成
二
一
年
版
　
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
解
説
』（
商

事
法
務
、
二
〇
一
〇
）
一
一
三
頁
、
齋
藤
雅
弘
・
池
本
誠
司
・
石
戸
谷
豊
『
特
定
商
取
引
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹇
第
四
版
﹈』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一

〇
）
二
九
二
頁

（
47
）

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
一
一
条
の
六
は
、「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
相
手
方
が
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い

旨
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）」
ま
た
は
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
（
電
子
計
算
機
に
入
力
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
手
続
き
に
従
う
こ
と
に
よ
り
、

相
手
方
が
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
」
を

「
当
該
通
信
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
本
文
に
容
易
に
認
識
で
き
る
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
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（
48
）

連
鎖
販
売
契
約
は
、
初
期
に
お
い
て
は
マ
ル
チ
商
法
や
ね
ず
み
講
と
し
て
社
会
問
題
化
し
、
そ
の
後
、
日
本
ア
ム
ウ
ェ
イ
を
め
ぐ
り
名
誉
毀
損
事

件
等
が
提
起
さ
れ
た
。
連
載
販
売
契
約
に
お
い
て
も
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
た
商
業
宣
伝
広
告
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、

前
掲
『
特
定
商
取
引
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹇
第
四
版
﹈』
四
四
八
頁
以
下
（
特
に
四
七
〇
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
49
）

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
二
七
条
の
四
は
、「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
相
手
方
が
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け

な
い
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）」
ま
た
は
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の

符
号
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
（
電
子
計
算
機
に
入
力
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
手
続
き
に
従
う
こ
と
に

よ
り
、
相
手
方
が
連
鎖
販
売
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
」
を
当
該
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
本
文
に
容
易
に
認
識
で
き
る
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

（
50
）

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
は
、
内
職
商
法
や
モ
ニ
タ
ー
商
法
と
し
て
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
様
々
な
態
様
の
も
の
が
あ
り
、
中
に
は
完
全
な

詐
欺
行
為
に
該
当
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
詐
欺
行
為
に
該
当
し
な
い
も
の
で
も
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
す
る
と
深
刻
な
問
題
の
あ
る
事
例
が
珍
し

く
な
い
。
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
お
い
て
も
商
業
宣
伝
広
告
電
子
メ
ー
ル
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、

前
掲
『
特
定
商
取
引
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹇
第
四
版
﹈』
五
五
四
頁
以
下
（
特
に
六
二
七
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
51
）

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
四
二
条
の
四
は
、「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
相
手
方
が
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提

供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）」
ま
た
は
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ

の
他
の
符
号
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
（
電
子
計
算
機
に
入
力
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
手
続
き
に
従
う

こ
と
に
よ
り
、
相
手
方
が
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
」
を
「
当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
の
本
文
に
容
易
に
認
識
で
き
る
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
52
）

「A
d
v
ertisem

en
t

」
を
省
略
し
た
表
現
で
あ
る
「A

D
V

」
と
の
符
号
を
電
子
メ
ー
ル
の
表
題
部
に
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（1

5
U
S
C

§7
7
1
0

）。

（
53
）

「u
n
so
licited

」
と
い
う
表
現
は
、
い
わ
ゆ
る
迷
惑
メ
ー
ル
一
般
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
英
語
表
現
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
商
業
宣
伝
広
告
目
的
で

一
方
的
に
送
り
つ
け
ら
れ
て
く
る
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
「u

n
so
licited

em
a
il
m
essa
g
e

」
等
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
受
信
者
が
送

信
を
求
め
て
い
な
い
の
に
、
求
め
ら
れ
て
い
な
い
送
信
者
か
ら
送
信
さ
れ
て
く
る
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
。

（
54
）

﹇
訳
注
﹈
電
話
交
換
手
の
手
作
業
に
よ
る
接
続
で
は
な
く
電
話
交
換
機
等
に
よ
っ
て
自
動
的
に
接
続
さ
れ
る
電
話
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
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（
55
）

﹇
訳
注
﹈「su

b
scrib

er

」
は
、
電
話
の
場
合
に
は
電
話
サ
ー
ビ
ス
契
約
加
入
者
と
な
る
。
電
子
メ
ー
ル
受
信
者
の
場
合
に
は
当
該
電
子
メ
ー
ル
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
「
加
入
者
」
と
訳
す
る
こ
と
に
し
た
。
指
令
そ
れ
自
体
が
電
話
サ
ー
ビ
ス
契
約
加
入
者
に

限
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
文
脈
上
明
ら
か
で
あ
る
。

（
56
）

問
題
の
な
い
電
子
メ
ー
ル
に
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染
さ
せ
る
手
法
と
し
て
は
、
ク
ラ
ウ
ド
ベ
ー
ス
の
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
で
は
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
バ
に
不
正
ア

ク
セ
ス
し
た
上
で
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染
さ
せ
る
よ
う
な
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
を
当
該
サ
ー
バ
内
に
組
み
込
み
、
そ
の
サ
ー
バ
を
介
し
て
送
受
信
さ

れ
る
電
子
メ
ー
ル
に
マ
ル
ウ
ェ
ア
を
感
染
さ
せ
る
手
法
、
あ
る
い
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
上
で
機
能
す
る
メ
ー
ル
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ア
プ
リ
と
し
て
マ

ル
ウ
ェ
ア
感
染
用
に
製
造
さ
れ
た
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
を
流
通
さ
せ
、
当
該
ア
プ
リ
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
に
マ
ル
ウ
ェ
ア
を
感
染

さ
せ
る
手
法
な
ど
も
あ
る
。
同
様
に
、
電
子
メ
ー
ル
の
本
文
を
作
成
す
る
た
め
の
文
書
作
成
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（M

icro
so
ft
W
o
rd

やA
d
o
b
e

A
cro
b
a
t

等
）
の
汚
染
と
い
う
手
口
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
を
感
染
さ
せ
ら
れ
た
電
子
メ
ー
ル
が
更
に
他
所
に
感

染
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
と
も
な
り
得
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て
も
、
単
純
に
電
子
メ
ー
ル
が
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染
し
て
い
る
だ
け
の
場

合
に
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
や
ウ
イ
ル
ス
検
知
ソ
フ
ト
等
に
よ
っ
て
感
染
の
検
知
・
検
出
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
利
用
者

が
使
用
し
て
い
る
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
て
い
る
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
（A

n
d
ro
id

、iO
S

、W
in
d
o
w
s

等
）
の
根
幹
部
分
を
汚
染
し
支
配
を
奪
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
マ
ル
ウ
ェ
ア
の
場
合
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
等
に
よ
る
検
知
・
検
出
を
無
効
に
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
57
）

脚
注
（
7
）
参
照

（
58
）

使
用
不
能
状
態
に
す
る
手
法
と
し
て
は
、
無
権
限
で
デ
ィ
ス
ク
全
体
を
暗
号
化
し
て
し
ま
う
方
法
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
金
員
支
払
の
要
求
に
応

じ
れ
ば
暗
号
化
さ
れ
使
用
不
能
状
態
に
さ
れ
た
デ
ィ
ス
ク
等
を
復
号
し
て
使
用
可
能
状
態
に
復
旧
さ
せ
る
た
め
の
復
号
キ
ー
を
渡
す
と
の
通
知
を
受

け
る
と
い
っ
た
か
た
ち
でR

a
n
so
m

攻
撃
が
実
行
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
要
求
さ
れ
た
金
員
を
支
払
っ
て
も
復
号
キ
ー
が
送
付
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
場

合
が
多
く
、
そ
の
点
で
は
恐
喝
と
詐
欺
が
複
合
し
た
よ
う
な
犯
罪
類
型
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

（
59
）

ト
レ
ン
ド
マ
イ
ク
ロ
社
が
二
〇
一
三
年
一
〇
月
三
日
及
び
同
月
二
三
日
に
広
報
し
た
攻
撃
実
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

「Q
U
E
R
V
A
R

」、「R
A
N
S
O
M

」
お
よ
び
「Z

A
C
C
E
S
S

」
が
連
携
す
る
攻
撃
を
確
認

h
ttp
:/
/
b
lo
g
.tren

d
m
icro
.co
.jp
/
a
rch
iv
es/
6
0
6
6

﹇
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
九
日
確
認
﹈

ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
「C

ry
p
to
L
o
ck
er

」、
オ
ン
ラ
イ
ン
銀
行
詐
欺
ツ
ー
ル
「Z

B
O
T

」
を
経
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
侵
入

h
ttp
:/
/
b
lo
g
.tren

d
m
icro
.co
.jp
/
a
rch
iv
es/
8
0
1
7

﹇
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
九
日
確
認
﹈
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（
60
）

犯
罪
行
為
と
し
て
理
解
す
る
際
に
は
、
当
該
攻
撃
の
主
要
な
構
成
要
素
を
分
析
的
に
検
討
す
る
と
同
時
に
、
行
為
全
体
と
し
て
の
流
れ
に
着
目
し

て
そ
の
行
為
の
目
的
及
び
犯
罪
的
結
果
を
総
合
的
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
、
複
数
の
異
な
る
犯
罪
の
複
合
と
し
て
理

解
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
全
体
と
し
て
一
個
の
恐
喝
行
為
ま
た
は
詐
欺
行
為
等
を
構
成
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

（
61
）

「C
ry
p
to
L
o
ck
er

」
と
名
づ
け
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
有
名
で
あ
り
、
世
界
各
地
で
多
数
の
甚
大
な
被
害
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
な
お
、
実
際
に

は
、
他
の
複
数
の
マ
ル
ウ
ェ
ア
な
ど
の
電
子
的
攻
撃
手
段
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
複
合
的
な
攻
撃
と
し
て
実
行
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
の
で
、
単

体
の
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
だ
け
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
。

（
62
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
を
誤
っ
た
場
合
、
ま
た
は
、
バ
グ
な
ど
の
不
具
合
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
故
意
な
く
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ

ア
と
同
様
の
機
能
を
営
む
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
作
成
し
て
も
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
の
作
成
罪
及
び
提
供
罪
は
成
立
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
民
事
上
の
損

害
賠
償
責
任
（
債
務
不
履
行
ま
た
は
不
法
行
為
）
が
問
題
と
な
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
田
雅
英
・
松
本
時
夫
・
池
田
修
・

渡
邉
一
弘
・
大
谷
直
人
・
河
村
博
編
『
条
解
刑
法
﹇
第
三
版
﹈』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
）
四
七
〇
頁
、
西
田
典
之
『
刑
法
各
論
﹇
第
六
版
﹈』（
弘
文

堂
、
二
〇
一
二
）
三
九
二
頁
参
照
。

（
63
）

W
eb

メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
や
ク
ラ
ウ
ド
型
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
を
含
め
、
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
内
の
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
に
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア

を
添
付
し
た
電
子
メ
ー
ル
が
記
録
さ
れ
た
ま
ま
受
信
者
に
よ
っ
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
な
い
状
態
の
と
き
は
、
形
式
的
に
は
当
該
電
子
メ
ー
ル

サ
ー
バ
の
管
理
者
の
保
管
状
態
に
あ
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
が
、
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
当
該
管
理
者
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
つ
い
て
不

正
指
令
電
磁
的
記
録
保
管
罪
は
成
立
し
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
者
で
あ
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
等
の
従
業
者
が
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
が
添
付
さ
れ
て
い
る
電

子
メ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
検
知
し
て
認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
を
私
的
に
取
得
す
る
目
的
で
、
無
権
限
で
そ
の
電
子
メ
ー
ル
の
複
製
物
を
取
得
し
た
と

き
は
、
故
意
に
よ
る
取
得
罪
が
成
立
す
る
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
認
識
し
つ
つ
も
不
作
為
で
放
置
し
た
場
合
に
、
故
意
を
認
定
す

べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
が
、
当
該
業
者
と
し
て
合
理
的
な
期
間
内
に
合
理
的
な
対
応
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、

問
題
と
な
り
得
る
。

（
64
）

前
掲
前
田
『
条
解
刑
法
﹇
第
三
版
﹈』
四
六
八
頁

（
65
）

電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
が
成
立
し
な
い
場
合
で
も
、
器
物
損
壊
罪
（
刑
法
二
六
一
条
）
の
成
否
は
問
題
と
な
り
得
る
。
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ

ア
が
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
を
暗
号
化
す
る
だ
け
の
機
能
を
有
す
る
場
合
、
復
号
キ
ー
さ
え
あ
れ
ば
直
ち
に
復
旧
さ
せ
て
使
用
可
能
状
態
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
器
物
を
損
壊
し
た
と
解
す
る
の
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
使
用
不
能
と
さ
れ
た
結
果
と
し
て
業
務
妨
害
罪
が
成
立
し
得
る

こ
と
は
別
で
あ
る
。）。
こ
れ
は
、
金
庫
の
鍵
を
隠
し
て
開
錠
で
き
な
く
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
当
該
金
庫
を
損
壊
し
た
と
は
言
い
難
い
と
い
う
こ
と
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か
ら
も
理
解
で
き
る
。
現
行
刑
法
は
、
私
人
が
所
有
・
占
有
す
る
動
産
等
の
利
用
を
阻
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
明
確
に
定
め
て
い
な
い
と
解
す
る

の
が
正
し
い
。
立
法
的
検
討
を
要
す
る
。
た
だ
、
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
が
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
上
の
デ
ー
タ
を
消
去
し
復
旧
不
可
能
な
状
態
に
す
る
機
能

を
有
す
る
場
合
に
は
ま
た
別
の
考
慮
を
要
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
東
京
地
裁
平
成
二
三
年
七
月
二
〇
日
判
決
（
同
地
裁
平
成
二
二
年
（
刑
わ
）

二
一
五
〇
号
・
平
成
二
二
年
（
刑
わ
）
二
六
五
一
号
・
公
式
判
例
集
等
未
搭
載
）
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
判
決
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ

て
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
を
使
用
不
能
に
し
、
そ
の
効
用
を
損
な
わ
せ
た
行
為
を
も
っ
て
器
物
損
壊
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
判
例
評
釈
と
し
て
、
園

田
寿
「
判
例
批
評
「
イ
カ
タ
コ
事
件
」（
東
京
地
判
平
成
　23　
．　7　
．　20　
公
刊
物
未
登
載
）
に
つ
い
て
―
器
物
損
壊
罪
に
お
け
る
「
損
壊
」
の
概
念
」
甲
南

法
務
研
究
八
巻
一
〇
三
頁
が
あ
る
。

（
66
）

前
掲
前
田
『
条
解
刑
法
﹇
第
三
版
﹈』
七
〇
六
頁

（
67
）

前
掲
夏
井
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
一
）」
二
一
〇
頁

（
68
）

前
掲
前
田
『
条
解
刑
法
﹇
第
三
版
﹈』
七
〇
四
頁
。
な
お
、
前
掲
西
田
『
刑
法
各
論
﹇
第
六
版
﹈』
一
三
二
頁
は
「
外
形
的
混
乱
」
が
生
じ
た
時
点
で

あ
る
と
し
て
い
る
。

（
69
）

前
掲
前
田
『
条
解
刑
法
﹇
第
三
版
﹈』
四
七
二
頁

（
70
）

脚
注
（
65
）
参
照

（
71
）

不
正
指
令
電
磁
的
記
録
供
用
の
故
意
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
者
が
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
感
染
に
よ
り
被
害
者
が
心
理
的
に
動
揺
し
て
い
る
こ
と
を
知

り
、
そ
の
後
に
、
被
害
者
の
動
揺
に
乗
じ
て
金
員
を
喝
取
し
よ
う
と
の
故
意
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
案
で
は
、
恐
喝
罪
の
実
行
着
手
時
期
は

後
の
時
点
と
な
る
。

（
72
）

山
口
厚
『
刑
法
各
論
﹇
第
二
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
）
二
八
七
頁

（
73
）

最
高
裁
昭
和
二
四
年
二
月
八
日
判
決
・
刑
集
三
巻
二
号
八
三
頁

（
74
）

最
高
裁
平
成
一
九
年
八
月
八
日
決
定
・
刑
集
六
一
巻
五
号
五
七
六
頁

（
75
）

前
掲
夏
井
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
二
）」
一
八
八
頁

（
76
）

前
掲
夏
井
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
研
究
（
三
）」
三
八
〇
頁

（
77
）

本
論
文
は
、
文
部
科
学
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
（
平
成
二
三
年
〜
平
成
二
七
年
度
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


